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1　社　会　福　祉

(1)民　生　委　員

ア　地区別民生委員数(定数773人)　　　　　　　　　　　　(昭60.4.1現在)

地区

性別
東 部 西 部 南 部 北 部 4> U 計

男 1 3 7 7 6 4 9 5 6 4 0 3 5 8

女 1 7 2 8 3 2 3 1 0 2 2 9 4 0 9

計 3 0 9 1 5 9 7 2 1 5 8 6 9 7 6 7

イ　民生委員推せん制度

民生委員推せん準備会

(下部組織)

o推せん会の下部組軌として、小学校の区域ごとに熊本市民生委員推せん準備会をおく

o準備会は民生委員候補者の下調べを行い、推せん会にその結果を内申する

(準備会委員)

o準備会は委員9人以内をもって組執する

o委員は小学校の区域内に住所を有し、市議会議員の選挙権を有するものの内から推せん会委員長が

委嘱する校区社協　校区婦人会　校区民生委員　校区自治会　校区PTA　校区保護司　校区老人ク

ラブ　校区母子会　校区公民館各代表

民生委員推せん会

各校区よ37内申きれた候補者を、民生委員法第8条による委員構成によD、民生委員推せん会によっ

て推せんする

り　処　遇

民生・児童委員報償金

総務　年額48,500円　委員　年額41,000円　(このほか各委員に42,000円県より支出)

市電(全線パス)、市バス及び各社パス乗車券年額4,0 0 0円相当

民生委員協議会運営補助金　年額　4.252千円

民生委員互助会運営補助金　　年額　　7 7 3千円

特別旅費(大会等出席旅費)年額　145千円
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(2)　社会福祉団体一覧
(昭60. 4. 1現在)

名 称 代 表 者 所 在 地 設 置 日 的

社会福祉法人 熊本
星子 敏雄 南千反畑 町 1 0 番 7 号

熊本市 における社会福祉事 業の能率 的運 営 と組歳 活動 を促 進

市社会福祉協議会 し、 もって市民の福祉の増進を図る

熊 本市民生委員
森 浄 子 南千反畑 町 1 0番 7 号

民生委員相互の研鏡 と資質 の向 上を図 り、 もって市民の福祉

児童 委員協議会 増進 に寄 与す る

熊 本市母子寡婦福
板倉 アキノ 新 屋敷 1 丁 目1 5番 7号

未亡人母子の相互福祉の対策を考究 し、その具体的実践 によ

祉連 合会 り自立更生に努め生活の安定 を図 る

熊 本市 老人 クラブ

連 合 会
坂梨 日露 花畑 町 3 番 1 号 老人の福祉増進を図 る

熊 本市遺族連合会 西 島 清明 漸 屋町 2 丁 目8 番 1 号
遺族の団結、租互扶助、更生慰 安を図 り平和 日本の隆盛 に貢

献す る

熊 本県英霊顕彰会 細川 護無
水 前寺 6 丁 目 熊 本県

援護課 内 .
英霊の顕彰 と遺族の福祉増進を図 る

熊 本市傷痕軍人会 伊藤 房雄 .花畑町 3 番 1 号 戦傷病者の福利増進 を図る

熊 本高 原爆被 害者

の会
内田 幸書 秋 津町洞 山津 85.番地 1 被爆者の相互扶助と福利増進を図 る

熊 本地 区保護司会 免 田 .顔 渡鹿 6 丁 目6 番 4 0 号

更生保護事業 として、非行犯罪のあ った者の更生 を助長す る

ため指導監督、補導援護を行 って一般社会への復帰 を図 り、

再犯を防止 して社会 を保護 し、 もって個人及び公共の福祉 を

増進す るため犯罪予防活動 を行 うことを 目的 とす る

熊 本 B B S 会 兼 田 裕明 本荘 5 丁目1 5 番 1 2号
奉仕 と友愛 の精神を もって 日常、非行 少年 のよき友達 を志 す

B B S 会員の質 の向上 と会員相互の連絡を図る

原水禁 日本国 民会

議熊 本県協議会
川村 継義 九品寺 1 丁目1 7番 9号 あ らゆる国の咳実験に反対する ことを 目的 とする

核兵器禁止平和建

設熊 本県民会議
沢田 】精 新 屋敦 1丁 目2 番3 7号 人類車載 亡する頓兵器の製 造中止を図る

熊 本県共同募金会

熊 本市支会
坂梨 日露 南千反畑 町 1 0 番 7 号 共同募金 の推進を図 る

日本赤十字社熊本
星子 敏雄 手敢 本町 1 番 1 号

日赤社資募 集連動の推進及び災寄救護 活動をはじめ赤十字皐

県支部熊本市地区 業の推進を図る

熊飽肢体不 自由児

父 母の会
井上 .洋一 健軍町 3 3 7 3番地 2 3 熊本市地 区の肢体不 自由児 の福祉 増進を図る

熊 本市精神薄弱者

育成会
河北 靖夫 花 畑町 3 番 1 号 熊本市の精 神薄弱者 (児) の社会人 と.しての育成を図 る

熊 本市身体障害者
多門 文雄 酉唐人町 3 5 番地

放 散強化並 びに親睦、.生活向上、 自立更生 、社会復帰の援助

福祉協会連合会 を図る

熊本市社会福祉 施

設連合会
松 本 孝治 大田町大字渡鹿7 68番地 市内の各社会福祉施設の職 員の資質 の向上を図る

熊本市保育所連盟 城本敬一郎 手取 本町 8 番 3 号 保 育事業 の健全な発展、保 育関係者 の資質 の向上を図 る

社団法人 熊本市

保 育園協会
岩男 保誓 手取本町 8 番 3 号

保 育園の代 表者が会員 とな t)、保 育園の資質 の向上 と保育 園

職 員の福利厚生 を図 り、 もって 乳幼児保 育の振興に寄与す る

こ とを 目的 とす る

社会福祉法人 熊本

市社会福祉事業団
星子 敏雄 託畑町 3 番 1 号

熊 本市が設置す る社会福祉施 設の運 営を適 切 、 かつ 能率 的

に行 うこ とによ り、熊本市 にお ける社会福祉 の増進 に寄与 す

ることを目的 とする

中国 残留孤児等対
星子 敏雄 花畑町 3 番 1 号

中国残留 日本人孤児等にか かる諸問題の解決に寄与 し、あわ

策協 議会 せて中華 人民共和国 との友好親善 に資す ることを目的 とす る
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(3)中国帰国者生活安定対策事業

昭和160年6月1日現在熊本市に在住する中国帰国者は42世帯1 1 1人を数え県内帰国者の約半数以上

を占めている

これら中国帝国者が1日も早く日本社会の風俗、習慣、言語等に慣れることにより社会的自立を容易

にすることを目的とする

中国帰国者生活安定対策特別事業

施行年月日　　昭和57年6月17日

就労人員　12名(昭和60年6月1日現在)

内　　　容　　公園の清掃作業等

中国帰国者日本語講座

開講年月日　　昭和58年4月17日

受　講　者　19名(昭和60年6月1日現在)

内　　容　上級、中級の2クラスに分けて毎週日曜日、日常生活に必要な日本語の講座を設けてい

る

2　社会福社事業団

名　　　　称　社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

設立年月　日　　昭和57年3月23日

目　　　的　　事業団は.民間の活力を結集して・熊本市が設置する次の社会福祉施設の運営を適軌か

つ能率的に行うことにより、熊本市における社会福祉の増進に寄与することを目的とする

運営管理する　(1)第1種社会福祉尊貴
施設と事業

o熊本市はなぞの学苑(精神薄弱者更生施設)の受託経営

o熊本市母子寮(母子寮)の受託経営

(2)第2種社会福祉事業

o熊本市中央老人福祉センター

o熊本市東老人福祉センター

○熊本市西老人福祉センター

o熊本市南老人福祉センター

o熊本市北老人福祉センタ-

の受託経営

○熊本市母子福祉センター　ノ

(3) "施設外専業として「老人の生きがいと創造の事業」の受託運営

役　　　　　員　　理事12名　　監事　2名

理事長　　熊本市長

副理事長　　助　　　役

常務理事　　前市民局参事
(一事務局長兼務)

理　事　市議会代表理事・民間学識経験者理事・社会福祉事業関係理事・市関係職員

理事

監　　事　　収入役・民間学識経験者

事務所の所在地　　熊本市祐畑町3番1号
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資本金及び資金　　基本財産　3,0 0 0千円(市出資金)

運用財産　7.000千円(市出資金)

事業資金は、市からの委託料、補助金及び預金利子その他の資金をもってあてる

3　生　活　保　護

(1)保護状況

年 度

区 分 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

壁 世 帯 4,0 9 2 4 .3 0 3 4 ,4 5 7 4 ,7 5 3 5,0 1 6

活

秩
人 員 8 ,1 3 5 8 ,5 6 1 8 ,8 0 6 9,3 5 9 9,7 7 5

助 金 額 (千円) 2,5 4 3,0 5 4 2,8 7 8 ,1 5 6 3,1 9 1,9 8 2 3 ,5 4 6,6 6 3 3 β4 2 ,1 1 7

荏 世 .. 帯 3,3 4 8 3,5 8 0 3,7 7 1 4 ,0 8 9 4 ,3 4 5

宅

秩
人 員 6,5 3 8 7,0 1 6 7 .3 4 6 7 .9 2 7 8,3 5 3

助 金 額 (千円) 4 7 1,4 7 4 5 5 6.0 6 4 6 5 1,0 2 6 7 6 1,4 5 1 8 6 9,0 2 3

敬 m 8 6 5 9 2 5 9 8 3 1,0 4 1 1,0 7 2

. 育

秩
人 員 1,4 2 4 1,5 2 2 1,6 1 9 1,7 0 7 1,7 9 1

助 金 額 (千円) 8 1,9 6 0 9 3.0 0 0 1 0 8 ,7 4 6 1 0 9 ,3 2 4 1 1 4 ,6 6 6

医 世 帯 4,7 8 5 4,8 9 8 5.0 4 1 5,2 5 8 5,4 8 1

磨

秩
人 員 6,3 8 1 6,6 0 1 6,7 9 6 6 ,9 8 9 7.2 5 7

助 金 額 (千円) 5,5 8 6▼4 6 9 5,9 4 6,2 6 5 6,3 6 1,3 4 3 6▼5 8 8 ,6 5 4 7,0 9 0,6 4 6

出 世 帯 1.8 0.6 1.6 1.3 2

産

秩
人 員 1.8 0 .6 I.6 I.3 2

助 金 額 (千円) 7 5 0 3 5 2 8 6 9 6 6 0 6 4 1

生 世 帯 7.0 9 .4 ケ.3 7.2 7

業

秩
人 員 7.0 9 .5 7.4 7.3 7

助 金 額 (千円) 2 ,5 3 0 2 ,3 1 0 1,9 9 8 2,3 9 5 1,0 4 2

罪 世 帯 l l.5 1 2 .7 1 3.3 1 0.5 1 0

餐

秩
人 員 l l.5 1 2 .7 1 3.3 1 0.5 1 0

助 金 額 (千円) 1 3 ,5 0 3 1 3 .7 4 8 1 6,8 1 8 1 3,1 6 8 1 2 ,6 6 4

保護抱設事務費 (千円) 7 2 ,3 5 7 8 2 ,4 8 2 7 9,5 0 4 7 6,5 8 9 8 0,7 5 7

実

敬

世 帯 5,3 7 1 5,5 5 0 5,7 0 7 6,0 0 9 6,2 6 4

人 員 9,5 2 9 9,9 2 0 1 0,1 7 5 1 0 ,7 4 5 l l,1 2 4

金 額 (千円) 8,7 7 2 ,0 9 7 9,5 7 2 ,3 7 7 1 0,4 1 2,2 8 6 l l,0 9 8,9 0 4 1 2 ,0 1 1,5 5 6

(注)仕帯及び人員は月平均、金額は年度総計を示す

(2)保護率の推移(年度平均)

年 度

区 分 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

市 1 8 .2 4 ' 1 8 .6 3
1 8月 0 % 0

1 9 .7 3 J 2 0 .1 6 '

輿 1 6 .9 5 1 6 .8 9 1 6 .9 6 1 6 .9 0 1 6 .4 8
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(3)保護措置状況

由 年度
5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

申 請 件 数 1,1 3 0 1 .2 1 9 1,3 9 1 1,5 3 0 1 ,5 1 1

開 始 件 数 9 7 6 1 ,0 1 2 1 ,1 3 2 1 ,2 3 9 1 .2 1 4

却 下 件 数 1 5 5 2 0 2 2 6 0 2 7 9 2 8 7

廃 止 件 数 8 7 8 8 6 7 8 6 8 8 9 7 1 ,0 6 1

(4)世帯の労働力類型別被保護世帯
(昭和59年度月平均)

区 分

就 業 別

構 成 比

内 訳 世 帯

世 い

帯 て

主 ご

が 世

働 帯

常 用 . 勤 労 者 3 4 9
. %

5 .6

日 雇 労 務 者 2 2 0 3 .5

内 職 者 7 0 1.1

そ の 他 の 就 業 者 1 4 1 2 .3

世 帯主 は働 い て い な いが 世 帯 員 が働 い て い る世 帯 3 6 9 5 .9

働 い て い る 者 の い な い 世 帯 5 .1 1 5 8 1 .6

合 計 . 6 ,2 6 4 1 0 0

(5)生活保護施設
(昭60.4.1現在)

種 別 施 設 名 経営 主 体 施設代表者 所 在 地 許可年 月 定 員

救 護 $ 」 社会福祉法人

〟

〟

吉 田 義 噸 春 日5丁 目17番3 6号 昭 3 5.1 2 6 0

授 産 友 愛 授 産 場 西 島 昌 節 壷川 2丁 目1番 57号 昭 2 8.1 2 3 0

医療保護 イユズス聖′[病 院 村 田 初 子 上林町 3 番 5 6号 昭 2 7. 4 9 6
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4　児童・母子福祉

(1)保育所措置状況

年 度 公 私 立 別 申 請 件 数 要 措 置 件 数 措 置 件 数 . 措 置 率 (% ) 未 措 置 件 数

5 6

公 立 1,5 0 0 1 ,4 8 7 1 ,3 9 0 9 3 .4 9 7

私 立 7 ,4 7 3 7 ,4 5 9 7 ,0 3 6 9 4 .3 4 2 3

計 8 ,9 7 3 8 ,9 4 6 8 ,4 2 6 9 4 ユ 5 2 0

5 7

公 立 1 ,4 0 7 1 ,4 0 5 1 ,3 4 6 9 5 .8 5 9

私 立 7 ,3 8 1 7 ,3 7 2 7 ,0 0 7 9 5 .0 3 6 5

計 8 ,7 8 8 8 ,7 7 7 8 ,3 5 3 9 5 .1 4 2 4

5 8

公 立 1 ,3 8 8 1 ,3 8 5 1 ,3 1 6 9 5 .0 6 9

私 立 7 ,3 8 9 7 ,3 6 3 7 ,0 4 6 9 5 .6 3 1 7

計 8 ,7 7 7 8 ,7 4 8 8 ,3 6 2 9 5 .5 3 8 6

5 9

公 立 . 1 ,4 0 2 1 ,3 9 6 1 ,3 5 1 9 6 .8 4 5

私 立 7 ,3 2 3 7 ,3 0 7 7 ,0 6 9 9 6 .7 2 3 8

計 8▼7 2 5 8 ,7 0 3 8 ,4 2 0 9 6 .7 2 8 3

6 0

公 立 1 ,3 5 7 1 ,3 4 8 1 ,3 1 5 9 7 .6 3 3

私 立 7 .3 2 5 7 -3 1 5 6 .9 8 6 9 5 .5 3 2 9

計 8 ,6 8 2 8 ,6 6 4 8 ,3 0 1 9 5 .8 3 6 3

(2)年齢別保育所措置状況
(昭60.4.1現在)

区 分 陳 育所 数 定 数

年 齢 別 措 置 件 数

0 才 1 才 2 才 3 才 4 才 5 才

公 立 1 9 1,6 5 0 2 2 1 0 8 1 6 9 2 9 4 3 5 4 3 6 8

私 立 9 1 7.3 3 4 2 1 8 7 7 8 1 ,1 5 5 1 ,4 9 6 1 ,6 7 8 1 ,6 6 1

計 1 1 0 8 ,9 8 4 2 4 0 8 8 6 1,3 2 4 1 ,7 9 0 2 ,0 3 2 2 ,0 2 9
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(3)保育所徴収金基準額
(昭60. 5. 1現在)

世 帯 の 階 虐 区 分

徴 収 金 基 準 額 ( 月 額 )

3 歳 未 満 児

3 歳 以 上 児

o 蝣;蝣蝣 w . -i 甘 H I .

A 階 層 生 活 保 護 法 に j= る 被 保 護 仕 等 ( 単 給 世 帯 を 含 む ) 0 0

B 階 層 A 階 層 を 除 き 前 年 度 分 の 市 町 村 民 税 非 課 税 tK 帯 0 0

C 階 層 1
A 階 層 及 び .

B 階 層 を 除

き 前年 分 の

所 得 税 非 課

税 仕 等

前 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の うちの 均 等 割 の み の 課 税 丑帯 7,4 0 0 5 ,0 0 0

( 所 得 割 非 課 税 位 帯 ) ( 3 ,7 0 0 ) ( 2 ,5 0 0 )

2
前 年 度 分 の 市 町 村 貞 税 の う ち の 所 得 割 課 税 額 が 8 ,1 3 0 5 ,7 3 0

5 ,0 0 0 円 未 満 で あ る 牡 帯 ( 4 ,0 6 0 ) ( 2 ,8 6 0 )

3
〟

5 , 0 0 0 円 以 上 で あ る 仕 帯

9,2 6 0

( 4 .6 3 0 )

6 ,8 6 0
( 3 ,4 3 0 )

D 階 層

1

A 階 層 及 び

B 階 層 を 除
き 前 年 分 の

所 得 税 課 税

世 帯

前 年 分 の 所 得 税 課 税 額 が 1 0 .0 5 0 7 ,6 4 0

3 ,0 0 0 円 未 満 で あ る 世 帯 ( 5 ,0 2 0 ) ( 3 ,8 2 0 )

2 .
〟

3 ,0 0 0 円 以 上 1 5 ,0 0 0 円 未 満 で あ .る 世 帯

l l ,8 1 0

( 5 ,9 0 0 )

9 ,4 1 0

( 4 ,7 0 0 )

3 〟
1 5 ,0 0 0 円 以 上 3 0 ,0 0 0 円 未 満 で あ る 仕 等

1 4 ,2 1 0

( 7 ,1 0 0 )

l l ,8 1 0

( 5 ,9 0 0 )

4
〟

3 0 ,0 0 0 円 以 上 6 0 ,0 0 0 円 未 満 で あ る 仕 等

1 9 ,1 1 0

( 9 ,5 5 0 )

1 6 ,7 1 0

( 8 ,3 5 0 )

5
〟

6 0 , 0 0 0 円 .以 上 9 0 ,0 0 0 円 未 満 で あ る 世 帯
2 5 ,2 4 0

( 1 2 ,6 2 0 )

2 1 ,4 7 0

( 1 0 .7 3 0 )
1 7 ,8 5 0

( 8 ,9 2 0 )

6 〟
9 0 ,0 0 0 円 以 上 1 2 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る 佳 苗

3 1

( 1 5

( 1 7

,7 0 0

,8 5 0 )

,0 0 0 )

2 1 ,4 7 0

( 1 0 ,7 3 0 )

1 7 ,8 5 0

( 8 ,9 2 0 )

7 fr
1 2 0 ,0 0 0 円 以 上 1 5 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る 仕 帯

3 9

( 1 9

( 2 7

3 6 0

6 8 0 )

8 7 0 )

2 1 .4 7 0
( 1 0 ,7 3 0 )

1 7 ,8 5 0

( 8 ,9 2 0 )

8 ′′

1 5 0 , 0 0 0 円 以 上 1 8 0 , 0 0 0 円 未 .満 で あ る 世 帯

3 9 ,3 6 0

( 1 9 ,6 8 0 )

( 2 7 .8 7 0 )

2 1 .4 7 0

( 1 0 ,7 3 0 )

1 7 ,8 5 0 ,

( 8 ,9 2 0

9 〟
1 8 0 , 0 0 0 円 以 上 2 1 0 ,0 0 0 円 未 満 で あ る 性 帯

3 9 ,

( 1 9 ,

( 2 7

3 6 0

6 8 0 )

,8 7 0 )

2 1 ,4 7 0

( 1 0 ,7 3 0 )

1 7 ,8 5 0

( 8 ,9 2 0 1

1 0 〟
2 1 0 ,0 0 0 円 以 上 2 4 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る 仕 帯

3 9
( 1 9

( 2 7

3 6 0

6 8 0 )

8 7 0 )

2 1 ,4 7 0

( 1 0 .7 3 0 )

1 7 ,8 5 0
( 8 ,9 2 0 )

l l 〟
2 4 0 ,0 0 0 円 以 上 2 7 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る 仕 等

3 9
( 1 9

( 2 7

,3 6 0

,6 8 0 )

.8 7 0 )

2 1 ,4 7 0
( 1 0 ,7 3 0 )

1 7 ,8 5 0

( 8 ,9 2 0 )

1 2
〟

2 7 0 ,0 0 0 円 以 上 で あ る 世 帯

3 9 ,3 6 0

( 1 9 ,6 8 0 )

( 2 7 ,8 7 0 ;

2 1 ,4 7 0
( 1 0 .7 3 0 )

1 7 ,8 5 0

( 8 ,9 2 0 )

固定資産税額による附加基準表

撤 収金基準額表の定義におけ る階層
認定す る階層及び その固定軍産税掛 こよる区分

C 1 階層 に属 し前年度分 の固定資産税額が
C 2 階層

4 .0 0 0 円以上 で ある世帯

C 2 〝 C 3 階層
6,0 0 0 円以上 である壮者

C 3 〝 D 1 階層
8 ,0 0 0 円以上で ある世帯

D 1 〝 D 2 階層
1 0 ,0 0 0 円以上である世帯
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簸　かっこ内の数値は同一性帯から2人以上の児

童が入所している場合において、その2人目以

降の児童に適用される額とする。ただし、 D6

-D 12の3歳未満児の欄のかっこ内の数億の

適用については、次に規定するところによるも

のとする。

(1)上段　3扉未満児が2人以上入所してい

る場合にその2人目以降に適用す

る徴収金の額

(2)下段　3顔未満児と3歳以上児とが入所

している場合において3歳未満児

に適用する徴収金の額



(4)助　　成

ア　助成金支出状況　　(昭和6 0年度予算)

熊本市保育所連盟助成金

年額　　　3,8 00千円

私立保育所補助金

年額　　60,273千円

熊本市保育園協会助成金

年額　　　1,2 00千円

私立保育所保育時間延長業務補助金

年額　　26,946千円

私立保育所障害児保育事業費補助金

年額　11,842千円

私立保育所事務職員雇用補助金

3,867千円

私立保育所補助基準(昭和6 0年度)

年齢区分

定 員区分

措 置 児 童 1 人 当 りの 月 額 単 価

0 歳 児 1 . 2歳 児 3 歳 児 4 歳 以上児

6 0 人以下
1 , 3 0 0 円 1 , 2 0 0 円 6 3 0 円 5 7 0 円

6 1~ 9 0 人 1 , 17 0 1 , 0 7 0 5 0 0 4 4 0

9 1 ~ 1 2 0 A 1 , 12 0 1 , 0 2 0 4 5 0 3 8 0

1 2 1 ~ 1 5 0 人 1 , 1 1 0 1 , 0 1 0 4 4 0 3 7 0

1 5 1 人以 上 1 , 0 9 0 9 9 0 4 3 0 3 6 0

イ　社会福祉施設建設費補助金

補助金の宅酌ま、社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の国庫補助(負担)基準により算出した
額から、当該法人が臥県又はその他の補助機関から交付を受けた補助金等の額を控除した額に、次
表に定める補助率を乗じて得た額

区 分
補 助 率

Sf m 増 改 築

補 助 金 交 付 対 象 区 分
市長が措置権
者である場合

そ の 他
市長が措置権
者である場合

そ の 他

社会福祉事業法 (昭和 26年法律第 45
宗主糞晶急用 等最書置き守う社会福 6 分の 1 8 分の 1 9分の 1 12 分の 1

保 育 所 4 分の 1 4 分の 1

ウ　無認可保育所助成(昭和5 1年度より実施)　　　エ　無認可夜間保育所助成(昭和57年度より実施)

助成内容　園児賠償責任保険料、職員研修費　　　　助成内容　園児賠償責任保険料、職員研修費

助成状況　9カ所、 1 66千円(昭和60年度予算)助成状況　5カ所、94千円(日辞口60年度予算)

(5)児童扶養手当等

ア　児童扶養手当受給世帯数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭60. 4. 1現在)

ー区 分 離婚世帯 死別世帯 未婚母音世帯 疾病者世帯 遺棄世帯
区の他の世司 計

世 帯 3,262 163 28 4 19 0 22 7 100 4 , 226

(注)月額　1人　32,700円

イ　特別児童扶養手当受給者数

区 分 1 級 障害 児 2 級 障 害児 計

実 人 員 4 2 8 15 5 5 8 3

・注)月額1人-・・.弓霊38,400

25,6。。呂

(6)施設

ア助産・母子寮 (昭60. 4. 1現在)

種 別 施 設 .名 経 営 主 体 施 設 代 表 者 . 所 在 地 認 可 年 月 定 員

助 産 一熊 本 産 院 熊 本 市 星 子 敏 雄 本 山 町 4 2 7 番 地 昭 2 5. 7 2 0 床 )

母 子 寮

〟

熊 本 市 母 子 寮 社会 福 祉 法人 〟 大 江 6 丁 目.1 番 5 0 号 γ 2 6. 8 1 8 ft の

友 愛 会 〝
〟

佐 藤 義 昭 壷 川 2 丁 目 1 番 5 7 号 〝2 3.1 0 2 0 (畦)
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イ　乳児院

施 設 名 経 営 主 体 施設 代表 者 所 在 地 認 可 年 月 定 員

熊 本 乳 児 院 社会福祉法人

〟

甲 斐 国 男 本荘 2 丁目 3 番 8 号 暗 22 . 12 3 0

慈愛園乳児 ホ- ム 潮 谷 総】郎 神水 1丁 目 1 4 番 1 号 〝 25. 4 15

ウ　養護施設

幕愛国子供 ホ】 ム 社会福祉法人 潮 谷 総一郎 渡鹿 5丁 目 9 番 1 2 号 昭 23 . 5 90

菊 水 学 園 〟 松 本 孝 治 大江町大字渡鹿 176 8 番地 〝 25 . 10 80

藤 崎 台 重 囲 ′′

〟

尾 里 一 清 古京町 3 番 5 号 〝 2 4. 3 70

竜 山 学 苑 上 村 宏 珊 龍 田町上立田 9 1 5 番地 〝 2 3. 10 50

エ　精神薄弱児施設

愛 育 学 園 社会福祉法人

〟

〟

坂 本 次 人 清水町大字新地 720番 地 昭 3 8. 12 80

大 江 学 園 塘 林 恭 介 大江町 大字渡鹿 30番地 〝4 0 . 6 90

仁 愛 ひ か り 園 宍 戸 春 雄 蒋場 町 29 5 番地 7 〝4 5. ll (通園) 30

オ　教護院

清水ヶ丘学園 熊　本　県 桜　井　吉　松 清水町大字打越476番地 明42. 2

力　盲ろうあ児施設

熊本ライトハウス 山　口　拓　爾 新生2丁目 昭28. 7

キ　婦人保護施設

熊本県婦人寮 熊　本　県 大　柿　国　定 渡鹿3丁目15番12号 昭33. 8

ク　母子福祉施設
名　　　称　　　熊本市母子福祉センター

所　在　地　　熊本市水前寺4丁目47番50号
設置主体　　　熊　本　市

経営主体
開設年月日
建物構造
敷地面積
建物面積
建　設　費

W&Mm
委　託　料

社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団

昭和60年6月1日

鉄筋コンクリート2階建
680. 04 nf

546. 46 r謹

135, 708千円
相談室、保育室、和室、技能室、調理実習室
26,580千円(昭和60年度予算)

ケ　保育所　　　　公立 (昭60. 4. 1現在)

施 設 名 定 員
職 員 数

所 在 地 施 設 名 定 員

職 員 数
所 在 地

保 母 そ の他 計 保 母 その他 計

本 荘 保 育 園 1 3 0 l l 3 1 4 本荘 6 丁 目 大 江 保 育 園 6 0 6 3 9 大 江 6 丁 目

寺 原 〝 7 0 4 3 7 坪 井 5 丁 目 溝 水 〟 9 0 8 3 l l 清 水 太 町

横 手 〝 1 0 0 6 3 9 横 手 2 丁 目 中 島 〝 6 0 3 3 6 沖 新 町

白 山 〝 9 0 5 3 8 白 山 2 丁 目 幸 田 〝 9 0 7 3 1 0 御 幸 笛 田 町

京 塚 〝 1 1 0 1 0 3 1 3 健軍 町 a * " 1 0 0 9 3 1 2 健 軍 2 丁 目

京 町 台 〝 9 0 8 3 l l 池 田 1 丁 目 水 前 寺 〝 9 0 8 3 l l 水 前 寺 公 園

城 東 〝 9 0 6 3 9 水 道 町 熊太 乳 児 〝 6 0 1 4 4 1 8 水 道町

池 上 〟 9 0 7 3 1 0 池 上町 黒髪 乳 児 u 6 0 8 3 l l 黒 髪 2 丁 目

小 島 〟 9 0 7 3 1 0 小 島 下 町 麻 生 田 〝 9 0 1 0 3 1 3 清 水 町 麻 生 田

春 日 〝 9 0 6 3 9 春 日 1 丁 目 計 1 9 カ所 1 , 6 5 0 1 4 3 5 8 2 0 1
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私　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭60.4.1現在)

施 . 設 名 定 員
職 員 数

所 在 地 施 設 名 定 員

職 員 数

所 在 地

保 母 そ の 他 計 保 母 計

白 羊 保 育 園 9 0 8 3 l l 島 崎 3 丁 目 帯 山 保 育 園 9 0 8 4 1 2

8

1 2

健 軍 町

黒 髪 幼 . 愛 国 2 0 0 1 6 4 2 0

9

9

1 0

黒 髪 2 丁 目 大 光 . 〟 6 0 5 3 画 図町 大 字 所 島

愛 光 幼 児 園 6 0 6 3 新 大 江 2 丁 目 干 草 〝 9 0 9 3 萩 原 町

城 高 保 育 園 6 0 6 3 城 山大 塘 町 こ ず え 〝 9 0 l l 3 1 4

8

l l

八 島町

みの り 〝 6 0 7 3 本 荘 3 丁 目 光 輪 〝 6 0 6 2 秋 津町 河 山津

双 葉 〝 9 0 l l 3 1 4 本 荘 2 丁 目 つ く し 〝 4 5 9 2 花 園 5 丁 目

城 南 幼 愛 回 9 0 8 3 l l

9

l l

春 日町 エ ン ゼール 〝 9 0 7 3 1 0 健軍 町

友 愛 会 保 育 園 6 0 6 3 塵 … 2 丁 目 城 山 〝 6 0 8 3 l l

8

1 0

9

8

9

1 0

9

1 0

城 山上 代 町

聖 母 幼 軍 国 1 2 0 7 4 南 町 や ま び こ 〝 4 5 6 2 尾 ノ上 2 丁 目

の ぞ み 保 育 園 9 0 7 3 1 0 若 葉 2 丁 目 こ ま ど り 〝 9 0 8 2 長 嶺町

ひ か り 幼 児 園 1 2 0 9 4 1 3 大 江 2 丁 目 む つ み " 9 0 6 3 楠 1 丁 目

ひ ば り 保 育 園 1 2 0 l l 4 1 5 健 軍 町 第 二 森 下 〝 9 0 5 3 近 見町

旭 〝 1 5 0 9 4 1 3 近 見 町 さ く ら ぎ 〝 6 0 6 3 花 立 3 丁 目

ひ ま わ り. 〟 6 0 8 3 l l 新 大 江 1 丁 目 武 蔵 ケ 丘 〝 9 0 7 3 武 蔵 ケ 丘 1 丁 目

か つ ば 〝 1 5 0 1 5 4 1 9

9

1 0

保 田 窪 1 丁 目 日 向 〝 6 0 6 3 戸 島町

マ .) ア 幼 愛 園 9 0 6 3 水 前 寺 4 丁 目 御 幸 こ ぼ と 〝 9 0 7 3 御 幸 笛 田町 .

報 徳 保 育 園 9 0 7 3 池 田 2 丁 目 田 迎 〝 9 0 7 4 l l

9

l l

9

1 4

9

9

8

9

1 0

9

1 0

9

9

1 2

9

9

8

8

8

1 0

田 迎 町大 字 艮町

小 破 〝 9 0 8 3 l l

9

7

1 0

新 南 部 町 さつ き ケ 丘 〝 6 0 6 3 龍 田 町 上 立 田 .

要 光 〝 6 0 5 4 花 園 6 丁 目 第 二 エン めt, n 9 0 7 4 健 軍 町

若 葉 幼 愛 園 6 0 5 2 池 上 町 熊 本 す み れ 〝 6 0 6 3 池 亀 町

中 島か お る保 育 園 9 0 7 3 中 島町 や ま な み 〝 1 2 0 l l 3 戸 島 町

秋 津 〝 9 0 7 3 1 0

8

7

1 5

桜 木 1 丁 目 せ き れ い 〝 6 0 6 3 健 軍 5 丁 目

藤 崎 台 〝 6 0 5 3 古 京 町 松 尾 〝 6 0 5 4 公尾 町 上松 尾

有 明 〝 6 0 5 2 小 島下 町 第 二 旭 〝 6 0 .5 3 近 見 町

城 北 〝 1 2 0 l l 4 清 水 町 大 字 新 地 熊 本 日の 出 〝 6 0 6 3 桜 木 3 丁 目

仁 愛 幼 育 園 2 1 0 1 7 6 2 3 薄 場 町 こ じか 〝 6 0 7 3 南 高 江 町

ぎん な ん 保 育 園 9 0 8 3 l l 京 塚 本 町 清 水 ヶ 丘 〝 6 0 6 3 清 水 町 大 字 兎谷

川 .尻 〝 9 0 7 3 1 0 川尻 町 第 二 画 図 〝 4 5 8 2 出水 4 丁 目

つ ぼ み 〝 1 2 0 1 3 4 1 7 国府 本 町 出 仲 間 〝 6 0 6 3 EOT T-*剤 仲間

シ オ ン 〝 6 0 1 2 3 1 5 新 町 4 丁 目 な ぎ き 〝 6 0 6 3 江 津 1 丁 目

く る み 〝 9 0 8 3 l l 凌 鹿 6 丁 目 仁 愛 第 二 幼 育 園 9 0 9 3 自藤 町

仁 愛 乳 児 園 9 0 1 4 4 1 8 春 日 4 丁 目 あ ゆ み 保 育 園 6 0 6 3 日.田 町 弓 削

す ぎの こ 保 育 園 9 0 7 4 l l 二 本 木 4 丁 目 カ ト レ ア 〝 6 0 6 3 若 葉 6 丁 目

木 の 実 " 9 0 8 3 l l 西 原 2 丁 目 上 ノ 郷 〝 6 0 5 3 上 ノ郷 町

天 使 の 閲 〝 9 0 1 0 3 1 3 渡 鹿 1丁 目 木 の 葉 〝 6 0 5 3 石 原 町

き よ め 〝 6 0 8 3 l l 国府 2 丁 目 た つ だ 〝 6 0 5 3 月 田 町 弓 削

九 品 寺 〝 9 0 8 3 l l 九 品寺 5 丁 目 つ ば め 〝 6 0 6 4 長 嶺 町

は け み や 〝 6 0 6 4 1 0 清水 町大 字 高 平 日 吉 〝 6 0 7 3 1 0

9

1 0

9

8

8

7

9 6 6

十 禅 寺 町

画 図 〝 6 0 7 3 1 0 画 図 町大 字 下 江 に れ の き 〝 6 0 6 3 清 水 町 大 字 檎 木

二 岡 〝 1 2 0 7 . 3 1 0

8

1 2

戸 島 町 力 合 さ く ら 〝 4 5 7 3 合 志 町

広 福 〝 6 0 5 3 長 嶺 町 リ ズ ム 幼 育 園 6 0 6 3 御 幸 笛 田 町

供 合 〝 1 1 4 9 3 上南 部町 ま ん ご く保 育 園 4 5 6 2 清 水 町 大 字 万 石

小 山 〝 9 0 7 3 1 0

9

1 2

小 山 町 月 出 〝 4 5 5 3 健 軍 町

S T

第二 桜 ケ 丘 〝

9 0

9 0

7

9

2

3

南 高 江町

世 安 町

熊 本 夜 間 〝

計 9 1 カ 所

3 0

7 ,3 34

5

6 8 4

2

2 8 2

新 市 街

本 妙 寺 〝 9 0 8 2 1 0 園 4 丁 目

くす の 実 〝 1 2 0 9 3 1 2 楠 4 丁 目 公私 立計 1 1 0 カ所 8 ,9 84 8 2 7 3 4 0 ,1 67
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コ　児　童　館

東部児童館

所　在　地　鱒本市錦ケ丘1番1号

設置主体　熊本市

開設年月日　昭和52年9月　1日

構　　　造　鉄廟2階建

貴地面穣　6,516nf(東部市民センター面積)

建物面穣　325.43rが

着　　工　癖ロ51年9月24日
完　　　工　昭和52年6月20日

建　設　費　45,000千円

龍田児童館

所　在　地　熊本市龍田町弓削1192番地41
設置主体　熊本市

開設年月日　昭和54年7月　5日

構　　　造　鉄脇2階建

敷地面積　5,380nf (龍田市民センター面積)
建物面積　303.85nf

着　　　工　昭和53年9月　6日

完　　工　昭和54年3月31日

建　設　費　48,582千円

幸田児童館

所　在　地　熊本市御幸笛田町409番地1
設置主体　熊本市

開設年月日　昭和57年6月　1日

構　　　造　鉄廟2階建

敷地面積　5,578n?(幸田市民センター面積)

建物両横　347.30iff

着　　工　昭和56年9月14日

完　　　工　昭和57年3月31日

建　設　費　90,067千円

秋津児童館

所　在　地　熊本市秋津町沼山津1323番地

設置主体　熊本市

開設年月日　昭和60年8月10日

構　　造　鉄筋2階建

敷地面積10,722n?(秋津市民センタ-面積)

建物面積　315.45irf
着　　工　昭和59年10月　5日

完　　工　昭和60年　3月31日

建　設　費　96,000千円
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西原公園児童館

熊本市九品寺4丁目2 4番4号

熊本市

昭和53年8月　1日

鉄m z階建

6,3 8 6 iが(西原公園面穣)

30a39㌦

昭和53年1月　4日

昭和53年7月11日

52,585千円

託麻児童虎

熊本市長嶺町5 4 1番地1

熊本市

昭和56年6月　1日

鉄薪2階建
6,0 2 5 nf(託麻市民センタ-面積)

335itf

昭和55年9月16日

昭和56年3月31日

75,676千円

清水児童飴

熊本市清水亀井町1 4番7号

熊本市

昭和59年7月10日

鉄筋2階建

7,4 8 8iが(清水市民センター面積)
337.45irf

昭和58年9月21日

昭和59年3月31日

112,440千円
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5L　身体障害者福祉

(1 )身体障害者福祉モデル都市

昭和5 0年5月モデル都市の指定を受け、各界の代表5 3名を「身体障害者福祉モデル都市推進協議会」

の委員に委嘱。

協議会に民間施設、公共施設、広報の三部会を設けて、各身体障害者団体の意見、要望をもとにして昭和

5 2年度までに46,4 4 0千円の事業を行った。

道路交通安全施設の整備

歩道の段差除去　　　　　　　　　　　　　　　総延長3,6 2 3m

歩道盲人用カラーブロック、点字鋲誘導帯の設置　　〝　3,6 2 3m

盲人用音響式信号機の設置　　　　　　　　　1 0カ所

聴覚障害者用交通安全標識設置　　　　　　　　2 0本

公共施設の構造設備の改造

市庁舎及び市民会館内に点字カラーブロック.スロ-プ、自動ドア、専用トイレ、手すDを設置

熊本城、陸上競技場、水辺動物園に身体障害者専用トイレ4カ所を設置

公共施設に車椅子の配備

市庁舎及び出先機関1 4カ所に4 2台を配備

簡易入浴事業

寝たきりの重度身体障害者のため中央老人福祉センター内に簡易入浴集置を設置し、車椅子を備えた

搬送車1台により看護婦付添で送迎

広報活動

聴覚障害者が安心して他所を訪問できるよう「聴覚障害者カード」と「竜の子マ-ク」をつくb配布

一般市民に対する普及啓もうとしては「市政だよD 」や各種会合を利用して広報を行うとともに各民間

企業、行政機関や団体等に、施設設備の改善、待遇の改善等VEついて協力方を依頼、また小学校低学年の

ための福祉副読本の編集を委託

(2)障害者の実態
(昭和59年度)

障害 別 年 齢 1 8 才 未 満 1 8 才 以 上 計

初 . 覚 障 害 3 6 2 ,0 7 5 2 ,1 1 1

嘘 覚又 は平 衡 機 能 障 害 1 1 9 1,7 7 5 1,8 9 4

音 声 . 言 語 機 能 障 害 4 1 1 4 1 JI 甲

肢 体 不 自 由 2 7 9 7,2 4 0 7,5 1 9

内 部 障 害 8 9 1,2 4 7 1,3 3 6

計 5 2 1 2,4 5 1 1 2,9 7 8

(3)身体障害者更生援護状況　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和59年度)

区 分

障 害 別

敬

級

相 談 . 指 導 及 び 措 置
手 帳 交 付

禰 職生 更 施 そ
申 決実

人
装

業括

及指

坐

医

読

入
の

貝 具
日

び導 顔 顔 他 請 定

初 .隻 .障. 軍 68 4 4 4 1 2 2 0 7 7 2 8 7 8 7 6

聴 覚. 障 害 5 9 4 9 9 4 5 0 0 6 3 9 5 9 5 8

音声 .言語機能障害 3 4 0 3 0 0 4 3 2 0 1 0

嘩一体 不 自 由 2,5 0 2 3 0 1 3 8 1 4. 9 8 2,5 10 38 0 3 4 2

内 部 障 害 9 4 5 6 3 1 1 0 1 8 0 0 8 9 1 2 8 0 2 3 5

計 4,7 5 9 50 7 6 6 1 18 4 1 0 5 4,8 1 1 8 1 7 7 2 1
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(4)障害者住宅整備資金融資(昭和54年4月1日開始)

目　　的　障害者又は障害者と同居する世帯に対し.障害者向けに住宅を整備するために必要な資金

を貸し付けることにより.障害者の居住環境の改善増進に寄与しようとするものである

貸付限度額　1,2 0 0千円

貸付至条件　　年率　3%

償還1 0年以内の元利均等月賦償還

貸付対象者　障害者又は障害者と同居している者で市内に居住し.障害者向けに居室等を増改築又は改

造しようとする者

60年度予算　　貸付金　24,000千円

(5)福　祉　バ　ス(昭和53年度開始)

目　　　的　　身体障害者の地域の社会活動参加を容易にするため.福祉パス(定員2 1人で.このうち

4人春慶は車椅子のまま利用できるもの)を設置さらに5 6年度はミニ福祉バス(定員8-

9人内車椅子2人) 1台を購入して身体障害者の福祉の増進を図る

対　象　者

事業内容

3131日数

60年度予算

本市在住の身体障害者手帳所持者

市長が適当と認めた更生相談事業.機能回復訓練事業.各種講習会.研修会.スポーツ.

I/ク1)エーション.その他身体障害者の福祉の増進を図る専業等に無料で運行する

12,978人

3,023千円

(6)身体障害者家庭奉仕員制度
(昭60. 4.1現在)

奉 仕 .負 派 遣 対 象 世帯 委 託 費 用 奉 仕 員 報酬 1 人 当 月叡

1 0 人 5 5 世帯 2 2 ,4 7 9 千 円 1 1 3,1 0 0 円

(注)　昭和4 2年度から熊本市社会福祉協議会に委託実施

(7)身体障害者相談(昭和59年度)

相　談　員　　46人(県費36人.市費10人)

相談件数　　900件

委　託　料　　月額1,450円

(8)心身障害者扶養共済制度(昭和45年4月1日開始)

目　的

心身障害者の保護者が死l=又は障曽者となった後、残された心身障害者に年金を支給し.障害者の生活

の安定と保護者のいだく不安を軽擁しようとするものである

心身障害者の範囲

精神薄弱者にあっては.知能指数7 5以下.身体障害者にあっては.障害の程度が1級から3級まで

の者及び精神又は身体に永続的な障害を有する者で.前述の者と同程度と認められる者

加入者

心身障害者の侃譲者(心身障害者の配偶者.父母.兄弟姉妹.祖父母又はその他の親族で現に心身障

害者を扶養しているもの)であって.原則として6 5才未満の者とする
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保険料

年 齢 区 分 掛 金 月 額

3 5 才未 満 の 者
1 , 0 0 0 円

3 5 才 以 上 4 5 才 未 満 の者 1 , 3 0 0 ′

4 5 〝 5 0 〝 3, 2 0 0

5 0 1 〝 5 5 〝 4 , 1 0 0

5 5 〝 6 0 〝 5 , 3 0 0

6 0 〝 6 5 〝 6 , 8 0 0

給付金

加入者が死亡又は障害者となったときは、心身障害者を扶養する者(年金管理者)に対し、毎月20,000
円の年金を支給する

加入後1年以上の者で、心身障害者が死亡したときは一時金として2 0,0 0 0円を支給する

(9)市民福祉特別手当
(暗60.4.1環在)

手 当 の 種 類 支 給 要 件 金額(年額) 人 員

重度心身障害児手 当 障害等級 1級 2級 .知能指数 35 以下の 20才未満
6,0 0 0 円 6

中慶心身障害児手当 〝 3級 4 級 ▼〝 50 以下の 〝 3,0 0 0 1

(注)障害福祉年金、福祉手当、特別児童扶養手当の受給者、施設入所中のものは除く

do)施　設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和59年度)

種 別 施 設 名 経営主体 施設代表者 所 在 地 認可年月 定 員

肢体不自

由者更生

施 設

熊本県身体障害者
T)ハピT}テーシヨン
セ ン′ ク I

熊 本 県 北岡 勇碓 長嶺町2255番地333 昭 28⊥9

入所 40

適所 10

6　精坤薄弱者福祉
(1)福祉相談室

ア　業務の内容

家庭児童の養育指導に関すること

心身障害児(者)の療育、育成に関すること

婦人の生活福祉に関すること

その他の福祉相談に関すること

児童、心身障害児(者)及びその家庭vcつき、必要を調査並びに医学的、心理学的、教育学的及び精神

衛生上の総合的診断、判定を行うこと

イ　職員の配置

室　　　　長　　　1人　　　　　　　　　　　家庭相談員　　　2人

参事1人(精神薄弱者福祉司・心理判定員を兼務)　婦人相談員　　2人

事　務　職　員　　　　2人

技師(看護婦)　　　1人

嘱　　託　　医　　　　2人(嘱託料1人月額20,000円)
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ウ　利用状況(昭和59年度)

障害別区分

性 別

障 害
男 女 計

m

軽 度 1 6 7 1 1 1 2 7 8

申 度 3 1 0 2 0 3 5 1 3

秤

n

弱

重 度 2 8 1 2 3 2 5 1 3

最 重 度 3 4 0 2 1 4 5 5 4

重 症 心

身 障 害 5 2 7

情 緒 障 害 3 4 7

言 語 機 能 2 7 1 2 3 9

性 格 行 動 問 題 1 4 5 1 9

身 体 障 害 2 4 6 3 0

精 神 障 害 2 8 4 3 7 1

そ の 他 1 1 2

計 1,2 0 0 8 3 3 2 ,0 3 3

エ　措置指導状況

年齢別区分

性 別

年 令
男 女 計

0 才 ～ 5 才 2 3 0 1 0 2 3 3 2

-1 2 2 4 0 9 2 3 3 2

1 3 -1 5 7 4 7 0 1 4 4

1 6 ~ 2 0 1 7 4 1 0 4 2 7 8

2 1 才 以 上 4 8 2 4 6 5 9 4 7

計 1,2 0 0 8 3 3 2 ,0 3 3

(昭和59年度)

種 別

性 別
生 活 敬 . 育 施 設 職 .莱 医 療 そ の 他 計

男 6 0 1 4 4 3 1 0 6 6 4 7 6 1 ,2 0 0

女 4 3 9 5 3 7 2 4 2 3 0 8 8 3 3

計 1 ,0 4 0 9 8 0 1 2 1 0 8 7 8 4 2 ,0 3 3

(2)心身障害児(者)家庭奉仕員　　　　　　　　　　(昭60.4.1現在)

奉 柾 員 派遣 対 象世 帯 奉 仕員 報酬 1 人 当月額

6 人 8世帯 1 1 3,1 0 0 円

(注)　昭和4 6年度から熊本市社会福祉協議会に委託実施

(3)職　親　制　度(昭60.4.1現在)

職親登録　　　2 5事業所

職親委託数　1 0人

委託料　　　　1人月額　11,000円

(4)精神薄弱者相談(昭和59年度)

相談員　　　　15人

相談件数　　1カ月　72件(平均)

委託料　　　　1人月額1,450円
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(5)精神薄弱者援護施設入所措置状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭60. 4. 1現在)

施 設 種 別 施 設 名 定 員 (重劇 措 置 人 数

更 生 施 設

も み の き 園 (鰯 本 市) 6 0 2 0 ) 2 6

苓 山 寮 (本 渡 市) 9 0 30 ] 1 5
な ぎ さ 寮 (牛 深 市) 6 0 2 0 ) 8
つ つ じ ヶ 丘 学 園 (球 磨 部) 5 0 2 0 ) 3
清 春 園 (下 益 班 郡) 4 0 6

南 海 寮 (本 渡 市) 6 0 2 0 ) 9
す み れ 園 (鹿 本 郡) 6 0 3 0 ) l l
高 森 寮 (阿 蘇 郡) 5 0 3 0 ) 1 3
迎 幸 学 園 (湘 水 町 } 5 0 9
第 2 明 星 学 園 し上 益 城 郡) 5 0 3 0 ) 6
楕 粋 園 (玉 名 郡) 4 0 9

き ず な の 里 (天 草 郡 ) 5 0 2 0 ) 6
氷 川 学 園 (八 代 郡) 3 0 1 7 ) 7
わ ら び 学 園 (菊 池 市) 30 8
赤 坂 園 (福 岡 県) 1 0 0 2
太 陽 の 園 (福 岡 県) 6 0 3 0 ) 4
天 水 生 命 学 園 (玉 名 都) 4 0 8
城 南 学 園 (下 L益 城 都) 5 0 9
は な ぞ の 学 苑 (方烏 本 市) 5 0 4 4
潔 き .聖 母 の 家 (大 分 県) 8 6 1
コ ロ ニ ー 雲 仙 更 生 寮 (長 崎 県) 5 0 ( 2 0 ) 1
第 2 つ つ じ ヶ 丘 学 園. (球 磨 部) 5 0 1

授 産 施 設

.蓮 の 実 団 地 (福 岡 県) 6 0 1
雲 仙 福 祉 牧 . 場 (長 崎 県) 5 0 2
仁 愛 事 業 所 (熊 本 市) 30 2 3
仁 愛 和 光 学 園 撫 本 市) 4 0 7
ゆ き ぞ の 学 園 (下 益 塀 郡) 5 0 1 4
阿 蘇 く ん わ の 里 (阿 蘇 .J郡) 5 0. 1 7
鍵 康 荘 (福 岡 県) 6 0 2
荒 尾 市 小 岱 作 業 所 (荒 尾 融 6 0 2

計 収容 2 06 適所 68

(6)施　　設

ア　精神薄弱者適所更生施設

名　　　称　　はなぞの学苑
所　在　地　　熊本市花園7丁目12番15号
設置主体　　熊本市
経営主体　　社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団
開設年月日　　昭和57年5月1日
建物構造　　鉄骨造2階建
敷地面積　1,948.79i㌔
建物面積　延805.65r㌔
建　設　費　　152,987千円
委　託　料　　52,632千円(昭和60年度予算)
定　　　員　　50人
主な設備　( IF)事務室(相談室含)、食堂、医務室、更衣室、木工要、セメント作業室、シャ

ワー室、厨房、洗面所
( 2F )調理実習室、和室(倉庫含) 、紙器工作室,生活指導室、娯楽室、会議室(倉

庫、ステ-ジ、放送室)
イ　熊本市福祉センター希望荘

所　在　地

経営主体
開設年月日
建物構造
敷地面積
建物面積
主な設備

建　設　費

運営費補助

熊本市大江5丁目1番15号
社会福祉法人　熊本市社会福祉協議会
昭和55年6月1日
鉄筋コンクl)-ト地上3階( 1部塔屋4階)
898m2

延1,232.23r㌔
( IF )憩の間、相談室、ボランティア控室、静沸室、身障便所、事務室、管理人室
( 2F )音楽室(防音)、生花・着付研修室、料理実習室.大ホール(防音・映写装置)

湯沸室、身障便所
( 3F)プレイルーム、大会議室、和室、湯沸室
270,249千円
27,54 1千円(昭和60年度予算)
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7　老　人　福　祉

(1)老　人　数

区 慶 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 .

6 5 才 ～ 6 9 才 1 6 ,5 1 6 1 6 ,8 6 8 1 7 ,0 6 9 1 7 ,2 0 1 1 7 ,1 2 2

7 0 才 以 上 2 9 ,6 3 8 3 0 ,8 5 2 3 2 ,2 2 1 3 3 ,6 5 0 3 5 ,0 6 8

計 4 6 ,1 5 4 4 7 ,7 2 0 4 9 ,2 9 0 5 0 ,8 5 1 5 2 ,1 9 0

全 人 口 に対 す る割 合 (% ) 8 .7 8 8 .9 6 9 .1 6 9 .3 3 9 .4 6

(注)各年度10月1日環在推計、ただし、 55年度は国調による

(2)措置状況　　　　　　　　　　　　　　(昭60.4.1現在)

区 分 施設数(県内) 定 員 本市の措置人員

養 護老人 ホーム 3 8 2,0 7 0 3 1 2

特別拳護老人ホーム 3 0 2,7 1 4 2 2 2

計 6 8 4,7 8 4 5 3 4

(3)老大家庭奉仕鼻制度
(昭60.4.1環在)

奉 仕 . 負 派遣 対 象 憧帯 委 託 費 用 奉仕員報酬 1 人当月額

2 6 人 1 3 0 世帯 5 6,9 1 7 千由 1 1 3,1 0 0 円

(注)昭和4 2年度から、熊本市社会福祉協議会に委託実施

(4)老人クラブ助成状況

ア　老人クラブ活動助成

区 分 年 度
5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

老 人 ク ラ ブ 助 成 対 象 数 3 6 2 3 7 3 3 8 2 3 8 1 3 8 5

会 員 数 2 2 ,9 0 1 2 4 ,2 3 3 2 4 ,6 7 4 2 4 ,6 6 4 2 5 ,0 7 2

助 成 金 支 出 額 ( 円 ) 1 7 ,3 2 8 ,0 0 0 1 9 ,6 6 5 ,0 0 0 2 0 ,0 4 3 ,0 0 0 2 0 ,1 5 7 ,0 0 0 2 0 ,3 3 3 ,0 0 0

助成基準　5 0人以上が登銀し、9カ月を超え、活動したクラブ(年慶途中結成のクラブは6カ月以上)

助成金　月額4,000円

イ　鍵康増進助成金

金額1クラブ当たり　年額5,000円

ウ　老人クラブ結成助成

金額1クラブ当たり　5,000円

-97-

塁



(5)施　設

ア　老人福祉センター

中央老人福祉センター

所　在　地　方白本市南千反畑町10番7号

設置主体　熊本市
経営主体　熊本市社会福祉事業団
開設年月日　昭和50年9月2日
構　　　造　鉄筋2階建
敷地面積　541rが、
建物面積　延496i㌔
建　設　費　51.435千円
開館日時　牛酪9時～午後5時(休館E]は毎週

月曜日及び祝日)
使　用　料　浴室使用料　20円
定　　　員　200人
主な設備　機能回復訓練室等

西老人福祉センター

所　在　地　熊本市小島上町4番地

設置主体　熊本市

経営主体　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　昭和49年7月10日

構　　　造　木造平家建

敷地面積　3,400rf

建物両横　延252irf

建　設　費　25,875千円

開館日時　午前9時～午後5時(休館日は毎週

木曜日及び祝日)

使　用　料　浴室使用料　20円

定　　　員　100人

主な設備　集会室1、娯楽室1、談話室1

図書室1、浴室男女各1

事務室1㌧　管理人室　2
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東老人福祉センター

熊太市・健軍本町1 3番3号

熊本市

熊本市社会福祉事業団
昭和46年4月1日

木造瓦茸平家建
330irf

延20 8.7rf

8,445千円

午前9時～午後5時(休館日は毎週火曜日及び
祝日)

浴室使用料　20円
100人

集会娯楽室

娯　楽　室 リ

重
宝

香図
浴

ヽ

　

　

　

ヽ

1

 

1

南老人福祉センター

熊本市八幡町1 3 6 8番地1

熊本市

熊本市社会福祉事業団

昭寿ロ49年6月27日

木造平家建

41Oirf

延264irf

24,486千円

午前9時～午後5時(休館日は毎週金曜日及び

祝日)

浴室使用料　20円

100人

集会室1、談話室1.娯楽室1

図書室1、浴室男女各1

事務室1、管理人室2



北老人福祉センター

所　在　地　熊本市八景水谷1丁目2番6号

設置主体　熊本市

経営主体　熊本市社会福祉事業団

開設年月日　昭和48年10月22日

構　　造　鉄筋平家建

敷地面積　2,961nf

建物面積　延296jrf

建　設　費　24,300千円

開館日時　午前9時～午後5時(休館日は毎週水曜日及び祝日)

使　用　料　浴室使用料　20円

定　　　員　100人

主な設備　集会室1、娯楽室1、談話室1.図書室1.浴室男女各1

事務室1.管理人室2

利用状況 (昭和59年度)
区 分 施 設 名

中 央 東 西 南 北

利 用 者 4 0 ,3 1 8 1 0 ,0 2 1 1 0 ,5 1 5 1 6 ,1 1 1 8 ,9 4 0

1 日 平 均 利 用 者 1 3 7 3 4 3 6 5 5 3 0

使 用 料 収入 (円 ) 4 2 1 ,3 4 0 1 4 7,5 6 0 1 4 4 ,2 0 0 2 5 5 ,7 2 0 1 3 2 ,1 4 0

イ　養護老人ホーム

名　　　称

所　在　地

経営主体

開設年月

種　　　別

構　　　造

敷地面積

建物面積

建　設　費

定　　　員

主な設備

措置状況

明　生　園

熊本市花園7丁目1 9番1号

熊本市

昭和54年10月

養護老人ホーム

鉄筋コンクl)-ト瓦茸2階建、一部平家建

13,1 59.9nf

延3,23 1.24iぜ

459,080千円

120名

集会所、談話室、作業室、医務室、静養室、浴室、洗濯室、面会室、全館冷暖房設備

防火設備、ソーラーシステム給湯設備

(昭和59年度延人員薮)

卜 '.:!' 十 + 男 女 計

熊 本 市 ( 市 費 ) 4 3 2 6 9 1 1 .1 2 3

熊 本 県 ( 県 費 ) 3 0 3

計 4 3 5 6 9 1 1,1 2 6
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ウ　老人憩の家(昭和4 8年度開始)

目　　的　老人に対し確の向上、 i,クレーシ皇ン及び集会等のための場を提供し、もって老人の心

身の健康の増進を図る。

設`匿主体　熊本市

運営方法　　各老人憩の家運営要員会に委託

構　　　造　　木造平家建

建物面額　　平均　50rf前後

建　設　費　　平均500-600万円

施設内容　　集会場、トイレ、台所、その他

施　設　数　　71カ所　60年度3カ所建設予定

運営費補助　1カ所当たり年45,000円

開飽時間　　午前9時から午後5時まで

使　用　料　　無　料

エ　その他の施設

種 別 施 設 名 経 営 主 体 施設 代 表 者 所 在 地 認 可年 月 定 員 .

養 護

老 人 ホ ー ム

〟

′′

〟

特 別 養 護

老 人 ホ I ム

〟

′′

慈 愛 園老 人 ホ ー ム 社会 福 祉 法人

〟

′′

〟

′′

〟

〟

上 原 勇 一 神水 1丁 目14 番 1 号 2 3 . l l 7 0

聖 母 老 人 ホ l ム 八 巻 ツ ネ 島崎 6 丁目 1番 2 7号 2 1. l l 7 0

.リ デ ル . ラ イ ト

記 念 老 人 ホ I ム
山 本 明 黒髪 5丁 目23番 1 号 2 6 . 7 0

熊 本 め ぐ み の 園 青 木 祐 心 小 山町 1 7 8 1番 地 4 7. 7 0

パ ウ ラ ス ホ I ム W .M -エリクソン 神 水 1丁 目14 番 1 号 3 9 . 5 6

桜 .ケ 丘 寿 徳 苑 藤 院 了 幸 小 山町 2 4 9 3 番 地 4 9 . 8 8

天 望 庵 平 原 時 雄
聖 ffl Ml M "7 3 T Jft JIU 膏

6 0. 5 0

(6)老人福祉手当

区 分 支 給 . 要 件 年 額
人 員

(見 込)
6 0年度予算

寝た きD 老人手当 寝た きり状態 3 カ月以上、 6 5 才以上 7 0 才未満 6,0 0 0 円
5

3 0,0 0 0 円

轄 ㌔ 計 等 老 仝 老人 ホ- ムに入所 して.いる 6 5 才以上 7 0 才未満 6,0 0 0 5 3 0,0 0 0

(7)敬　老　祝

日　　　的

受給資格

&　　　m

支給人員

金(昭和45年4月1日開始)

高齢者に対し、敬老祝金を支給し、敬老の意を表するとともに.、その福祉の増進に寄与しよ

うとする'ものである

8 8才以上であって、本市に居住している者

年額　5.000円

1,199　人(昭和59年度)
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(8)老人層室生備資金融資(昭和48年4月1日開始)

目　　　的

貸付限度額

貸付条件

貸付対象者

60年度予算

老人と同居する世帯に対し、老人の専用居室を増・改築するために必要な資金を貸し付けるこ

とにより、老人と家族との間の好ましい家族関係の維持・増進に寄与しようとするものである

1,200千円

*ll*　3%

償還1 0年以内の元利均等月賦償還

6 0才以上の老人と同居する者で市内に居住し、老人の専用室を増・改築しようとする者

貸付金　60,000千円

(9)老人福祉電話相談(昭和4 8年4月1日開始)

目　　的　一人暮らしの老人に福祉電話を貸与することにより、緊急時の連絡と安否の確認及び各種の

相談を行も＼在宅老人に対し各種サービスを提供する

電話貸与島牧187台(昭和60年4日現在)

貸付対象者　6 5才以上の老人で市内k居住し、一人暮らしで近所に介護者のいない者

60.年度予算　　4,7 9 6千円

(10)移動浴槽車(昭和47年11月開始)

目　　的　浴槽を持たをレ蝉身で入浴周難な寝たきり老人及び重度の身体障書老等で常時介護を要する

者に対して、定期的に浴槽車を派遣して、無料で適切な入浴の奉仕を行うことにより福祉の増

進を図る(無本市社会福祉協議会-委託)

車　　両　移動浴槽車　　1台

搬　送　車　　　2台

従　事　者　運　転　手　　　3人

対象者数

60年度予算

奉　仕　員　　　4人

看　護　婦　　　2人

35人( 1人につき月2回派遣) (昭60.4.1現在)

8,264千円

(ll)電車・バス特別回数券交付(昭和5 0年7月1日開始)

目　　的　老人及び心身障害者の福祉増進のため、電車・バス特別回数券を交付する

対　象　者　　7 0才以上の老人。ただし寝たきり及びそれに近い状態の人を除く

(心身障害者の場合は、障害等級1級～3級の人及び知能拍数5 0以下の人。なお介護を要す

る場合は介護者を含む)

事業内容　　7 0才以上の老人に敬老優待証及び特別回数券を交付する

対象者数

60年度予算

電車(市) 、バス(市、産交、電鉄、熊本バス)に乗車する際一哉老優待証(心身障害者の場

合は手帳)を提示することにより＼特別回数券を使用できる

なお、交付する特別回数券は、希望する1社のもので、 3,000円相当(心身障害者の場合は

2,000円相当)

老人　35,000　人　身体障害者　4,300　人　精神薄弱者1,200人

50,000千円
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(12)一人暮らし老人訪問(昭和50年7月1日開始)

目　　的　一人暮らし老人を訪問し、声をかけて、その安否を確認し、あわせて乳酸菌飲料等を配布

することによって老人の福祉の増進を図る

対　象　者　市内に居住する満6 5才以上の一人暮らし老人で、日常安否の確認をする者がいない者

事業内容　市が委託する乳酸菌飲料等の販売業者の配達人が、一人暮らし老人を訪問し、安否の確認

をし、あわせて乳酸菌飲料等を配布する。緊急事態が生じたときは、状況に応じて民生委員、

福祉事務所、病院等へ連絡をする

対象者数　1,225人

訪問回数　　週隔日3日

60年度予算　　5,0 1 9千円

(13)老　人　農　園(昭和51年度開始)

目　　　的　土に親しみながら老人の生きがいと健康増進をはかるた糾こ、市が無償で借り上げた遊休

地を1人当り1 0-1 5i程度貸与する(熊本市老人クラブ連合会に委託)

対　象　者　　60才以上の老人

農　園　数　　8カ所(1カ所当たり　1,000nf程度)

60年度予算　1 6 0千円

(14)ふとん箆燥(昭和53年度開始)

目　　　的　　6 5才以上の寝たきり老人及び重度で寝たきりの心身障害者(児)の寝具の無料乾燥事業

を行うことにより寝たきり老人及び重度で寝たきりの心身障害者(児)の福祉の増進を図る

対　象　者　　老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害者家庭奉仕員の派遣先及び移動浴槽革

の派遣先の該当者、又は、寝たきり老人及び重度の寝たきりの心身障害者の世帯

事業内容　　業者に委託し、対象者宅を巡回訪問して実施

対象者数　　31人

60年度予算　1 3 6千円

(15)生きがいと創造の事業(昭和54年度開始)

目　　的　希望と能力に応じた生産又は、活動に参加することによって、老後の生きがいを高め、生

活を健康で豊かなものにするために生きがい作業所を設け、専任の講師による助言を受け、

生産又は創造的活動を行う

対　象　者　市内居住のおおむね60才以上の人
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生きがい作業所

施 設 名 所 在 地 種 目 参加者 実施回数

花 園 老人 生 きが い作 業 所 熊本市花園 7 丁 目 1 9 番 1 号 陶 芸 5 0 月 4 回

東 部 〝 〝 健軍 3 丁 目 1 3 番 1 0 号 〟 4 0 月 4 回

南 部 〝 〝 川尻町 7 6 2 番地 〟 4 0 月 4 回

白坪 〝 〝 田崎 1 丁 目 7 番 1 0 号
園 芸 3 0 月 2 回

手 芸 3 0 月 2 回

幸 田 〝 〝 田迎町大字 田井島 5 9 6 番 地 3

陶 芸 2 0 月 2 回

園 芸 4 0 月 2 回

手 芸 4 0 月 2 回

京町 〝 〝 京町 2 丁目 8 番 4 号
園 芸 2 0 月 2 回

手 芸 2 0 月 2 回

水前寺 〝 〝 水前寺 4 丁 目4 7 番 4 9 号

陶 芸 2 0 月 2 回

園 芸 2 0 月 2 回

手 芸 2 0 月 2 回

社 会 福 祉 l会 館 〝 南千反畑町 1 0 番 7 号 手 芸 6 0 月 4 回

北 老 人 福 祉 セ ン タ ー 〝 八景水谷 1 丁目 2 番 6 号 園 芸 3 0 月 2 回

8　老人保健医療制度(昭和58年2月1日、国により実施)

対　象　者

受給資格者

実施状況

本市に居住する7 0才以上の者、及び6 5才以上7 0才未満で障害認定を受けた者

国民健康保険の被保険者または社会保険の被保険者・被扶養者

件数　　530,725件

経費22,897,032千円
(昭和59年度)

9　医療費助成制度

(1)重度心身障害児医療費助成(昭和48年4月1日、市により爽施)

対　象　者

受給資格者

所得制限

実施状況

2 0才未満の障害児(身体障害程度が1級、 2級の者、知能指数3 5以下の精神薄弱児)

本市の住民基本台帳に記録され、鄭こ居任している障害児の養育者

な　し

件数　4,562件

経費13,322千円
(昭和59年度)

(2)乳児医療費助成(昭和48年4月1日、市により実施)

対　象　者

受給資格者

所得制限

実施状況

乳　児

本市の住民基本台帳に記録されている者で、現に居住している乳児の属する憧帯の扶養義

務者で生計を維持する者

な　し

件数　84,701件

経費163,307千円
(昭和59年度)

(3)重度心身障害者医療費助成(昭和53年10月l日実施)

対　象　者　20才以上の障害者(身体障害程度が1級と2級、知能指数35以下の精神薄弱者)

受給資格者　本市の住民基本台帳に記録され、現に居住している障害者

所得制限　福祉手当の支給制限に準じる
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実施状況　　件数　20,496件

経費183,544千円
(昭和59年度)

(4)母子家庭医療費助成(昭和57年10月1日、市により実施)

迅　LJtn

受給資格者

所得制限

実施状況

本市に住所を有する母子家庭の母及びその者に扶養されている児童並びに父母のない児童

母子家庭の母、父母のない児童の場合は当該児童又は当該児童を扶養する者

児童扶養手当の支給制限に準じる

件数　4,802件

経費15,694千円
(昭和59年度)

10　同和対策事業

(1)概　・,冗

昭和4 0年8月.内閣総理大臣の諮問機関である同和対策審議会から.同和問題解決のための基本的方策

について答申がなされ.これに基づき昭和4 4年7月「同和対策事業特別措置法」が制定施行された。

この法律では.歴史的.社会的理由によって生活環境等の安定向上が阻害されている地域(同和対策対象

地域)の住民の社会的.経済的地位の向上を不当に阻む諸要因を解消することを同和対策車業の目標として

いる。

本市においても.同和対策事業特別措置法の趣旨にのっとり.同法施行以来.国及び県の施策に歩調を合

わせながら.昭和4 7年度から住宅改修資金貸付事業及び街燈設置事業を.また4 8年度以降は各種の入園.

入学支度金及び就職支度金などの給付事業を実施してきた。

さらに5 0年1 2月.市民局に同和対策室が設置され.以後関係各部局と緊密な連携のもとに.地域住民

の理解と協力を得て同和対策事業の推進につとめている。

ことに.生活環境の改善整備の対策としては. 5 1年度に地区道路の舗装事業. 5 2年度には公営住宅の

建設及び住宅新築資金の貸付事業などに着手するとともに住民の職業の安定及び教育の充実をはかるための

各種の事業の推進も重点〔伽こ実施している。

また.社会福祉の向上及び健康増進の対策としては5 0年度に隣県館を建設し.地域住民の生活の改善向

上並びに同和問題の解決に資するためのコミュニティセンターとして各種の事業活動を行い.多くの住民に

活用されている.1さ:bに. 5 2年度には児童蝕を建設し.児童の健全育成の拠点として活用されている。

一方.同和閉篭の正しい理解と認識を深めるため. 「市政だより」等を通じて広く市民一般に対する啓発

活動に取り組んでいる。

また. 5 3年1 0月「同和対策幸美特別措置法」の期限が3カ年延長され.各席事業をさらに推進して来

たが.同法が5 7年3月3 1日をもって失効したことに伴い.過去1 3年間にわたる成果を踏まえつつ.な

お.残された課題を解決するため.新たな観点を加えた新規立法として「地域改善対策特別措置法」が5 7

年3月の国会で制定され.同年4月1日から5カ年間の有効期間で施行された。

今後の課題としては.同法の趣旨に基づき対象地城とその周辺地域との一体性の確操を図りつつ.各種の

事業を引き続き強力に推進するとともに.実態の把握に努め.更には人権尊重の精神に徹した教育.啓発活

動をより一層積極的に展開して.目標達成のため努力する。
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(2)同和地区の概要(昭58,2.1現在)

ア　地区数

イ　地区面積

り　世帯数及び人口構造

1地区

ll.90ha

区 分 世帯数 人口総数

性別人口

男 女

地区全体 782 2,059 951 1,108

同和関係 503 1,537 712 825

エ　混住率　　74.6%

オ　生活保護状況

被保護世帯・人員の状況

区 分

被 保 護 者 保 護 率

世帯数 人 員 .世帯数 人 員

対 象 地 域 全 体 15 2 3 0 7
19 4.3‰.

1 4 9.1 .

熊 本 市 全 体 5,7 9 9 1 0,3 8 4 3 0.9 1 9.2

被保護憧帯の世帯類型別状況

区 分

高 齢 者 世帯 母 子 仕 帯 傷病附 帯 そ の他の世 帯 合 計

世帯数 人 員 世 帯数 人 員 世蒲数 人 員 世帯数 人 員 世帯数 人 員

対 象 地 域 全 体

( 構成比 % )

55 67 1 2 41 75 1 53 10 4 6 1 52 307

3 6.2 2 1.8 7 .9 13.4 4 9.3 4 9.8 6 .6 1 5 .0 10 0 100

熊 事 市 全 体

( 構成比 % )

2,0 79 758 2 ,662 3 00 5 ,79 9

3 5.8 - 13. 1 4 5.9 5. 2 10 0
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(3)同和対策事業の概要

.項 目
草 葉 費

(酪和60年度).
担 当 部 局 .

事 業 . 名 事業開始年度

教育 をす すめるた

適正就学の促 進 4 8 千円

3 1,9 5 2
教育委員会事

ク L/ペ .) ン検査等 iY

教職 員の研修 〟

入園入学支度金 (幼稚園及び小、中学校 〟

並 びに高校、大学 ) ( 大学 5 1 )

幼稚園保 育料 5 3
めの施策 社会同和教育

健康増進体力向上

青少年教 育

4 8

〟

5 1

務局

子供勉強会 (小 学生及 び中学生 ) 〟
奨学金 ( 高校及び大学 )

〟

居住環境 の整備促

街燈設置 4 7

1 9 8,9 4 1

} 福祉部
住宅改修資金の負付 〟

水洗便所改造 5 2 下水道部

進のための施策 児童公園整備 〟 計画部

瞳宅新築資金貸付及び宅地坂得資金 貸付 5 3 管 理部

地域改善向公営住宅 5 2

社会福祉 の向上及

簡保館 の運営 5 0

2 6,1 1 1

同和対策室

福祉部

衛生 部

} 福祉部

保育所入所支度 金 〟

老齢者厚 生給 付金 5 1

葬祭援護金 〟

心身障害者援 護給付金 〟

び健康増進のため 新生児 出産祝金 〟

の施策 そ族昆 虫の駆 除 〟

トラホl ム予防特別対策 〟

結核、 がん検診 〟

保健相談 5 2

乳児栄養強化 〟

児童館 の運営 〟

老人、身体障害者 日常生活用具給付 5 3

職業の安定 向上の

自動車運転免許委託料 5 0

1,8 0 6 商事部

職業訓練校入 校支度金 5 1

中学校卒業者就職支度金 4 8

ための施 策 .高校卒業者就職支度金 5 1

中高年齢者就職支度金 5 2

職業訓練受講奨励金 〟

中小企業の経営 を 中小企業安定 資金融資利子補給 4 8
2 0 ,9 2 3 商工部

よくするための施策 中4、企業経営指導 5 1

一秒)他除台的な施策
市職員研修 5 0

1 7,5 3 7
職 員部 .

同和対策事業の推進 と調整 /′ 同和対策室

合 計 P 2 9 7,2 7 0
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:gmb旧玩

隣保鋸は、基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申の趣旨にかんがみ、同和対策対象地域住民及

びその近隣地域住民に対する理解と信頼のもとに、地域住民に対して生活上の各種相談事業をはじめ社会福

祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行うとともに、国民的課恵としての同和問題に対する理解を顔める

ための活動を行い、もって同和行政の第一線機関として位置づけられるとともに.,地域住民の生活の社会的、

嘩縄的、ヤ化的*-故を向卜tJfM印間蝿l/j十九や,*・i恥fJt弓L-'i-.」.v''0、-';ユニ・T-∫--1-.ン<-.':して.伝

動することを目的とする。

所在地熊本市本荘4丁目6番6号

設置主体熊本市

開設年月日昭和51年5月1日

紐.豊鉄軒コ>II-ト2Iff*引耐'":)fV-.rT-;i?汁日

数地面積639.32nf建設総事業費115,209,505円改築=事(機能回復訓撫室

建物面横758.42i㌔用地費29,008,505円相談童の新設)

1階376.42nf工事費80,550,000円=事費25,085,000円

規2芸382rf憲5,651,000円I期讐58.1224

BS59.3.28

1 階 2 階

区 . 分 床 面穣 5」 M . 区 分 床 面 環 定 員

教 書 娯 楽 室 5 3.1 3 0 人 集 会 室 1 8 1 .3 1がA 1 5 0 人

生 活 改 善 童 4 4.1 3 0 会 議 室 7 6 .9 5 0

* a* a 1 5.2 学 習 室 2 0 .2 2 0

機能回復訓練室 6 9.0 保 触 衛 生 皇 1 9.3

事 務 室 2 1.0 そ の 他 8 4 .3

そ の 他 1 7 4 .0 2

計 3 7 6 .4 2 計 3 8 2 .0

利　用　状　況

事 業 名 年 度
5 .5 5 6 5 7 5 8 5 9

J 小 学 生
勉 強 会 ー中 学 生

2 ,1 2 6 人 2,6 0 9 人 3 ,7 7 6 人 2 ,9 2 4 人 4 ,4 9 5 人

1,5 9 5 1.1 8 8 2 ,5 5 4 1 ,1 0 0 2 ,1 4 3

t t w 3,7 2 1 3,7 9 7 6 ,3 3 0 4 ,0 2 4 6 ,6 3 8

着 付 . 組 紐 講 座 2 4 4 3 1 8 2 3 2 1 4 9 1 3 2

生 花 〝 6 8 7 8 6 9 9 6 6 6 0 9 5 8 7

手 芸 〝 2 2 6 2 6 8 3 5 2 2 3 0 2 8 1

茶 道 〝 1 1 3 3 1 0 2 5 5 1 9 2 1 5 5

民 踊 〝 4 9 9 4 3 3 5 6 0 4 4 9 5 9 1

料 理 〟 3 7 5 2 0 0 3 1 1

U -> ') i 一 ・> 1 5 6

和 裁 〝 6 L 5 9 2 2 4 1 0 8 1 5 4

民 謡 〟 2 0 2 2 3 1 1 7 7 1 4 1 1 7 2
絵 画 〝

1 9 5 1 2 7 1 6 9

書 道 . ペ ン 習字 〝 2 7 1 4 2 7 7 5 1 6 5 5 6 8 2

編 物 〝 1 8 3 3 2 5 2 7 7 2 0 3 2 4 6

園 芸 〝 1 6 7 1 9 9 1 9 5 1 7 6 2 2 3

a ォ 1 2 7 6 2 1 8 9 9 6 2 1 5
計 (ち) 2 ,7 8 1 3,5 0 1 4 ,9 0 4 3 ,3 3 5 3 ,9 1 8

福 祉 . 職 業 . 経 営 相 談 2 2 7 1 4 5 2

保 健 衛 生 相 談 事 業 3 1 2 2 6 4 2 7 5 1 6 4 2 0 6

説 明 会 研 修 会等 そ の他 の 事 業 7 ,9 5 9 6 ,9 7 9 7,7 2 8 5 ,8 4 9 7 ,4 2 2

ォ・ c 8 ,2 9 3 7,2 5 0 8.0 1 7 6 .0 1 8 7 ,6 3 0

機 能 回 復 訓 練 1 ,0 6 3

. 計 D ) 1 .0 6 3

累 計 仏.) + (B ) + (C ) + (D ) 1 4 ,7 9 5 1 4 ,5 4 8 1 9 ,2 5 1 1 3 ,3 7 7 1 9 ,2 4 9
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11　失業対策事業

(1 )在籍者の動向

区 分

年 度

年 度 当 初 在 籍 者 数 年 度 末

在 籍 者 数

離 .籍 者 内 訳

男 女 計 平 均 年 齢 就 職 自 営 業 移 管 死 亡 そ の 他 計

5 5
3 3 4人 5 1 1人 8 4 5 ^ 6 5 .2 才 8 2 1 人 0 人 9 人 0 人 1 4 1人 2 4人

5 6 3 1 9 5 0 2 8 2 1 6 6 .0 6 1 5 0 3 0 8 1 9 5 2 0 6

5 7 2 4 0 3 7 5 6 1 5 6 5 .3 5 9 9 0 8 0 6 2 1 6

5 8 2 3 0 3 6 9 5 9 9 6 6 .2 5 8 6 0 7 1 5 0 1 3

5 9 2 2 5 3 6 1 5 8 6 6 7 .4 5 6 3 0 1 5 0 6 2 2 3

(2)厚　　　生

ア　就職等奨励金

失業対策事業就労者の一般常雇用-の就労又は自営開業を促進し.就労者の生活安定に寄与することを目

的として.昭和39年10月1日より実施している。

贈与金1人当たり市より270,000円、県より130,000円、国より100,000n>計500JO00円

就職等奨励金支給状況

区 分 年 度
5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

熊

本

就 職 者
罪 0 0 0 0 0

女 0 0 0 0 0

自 営 開 業 者
男 7 0 5 4 8

市 女 1 3 3 3 7

計 8 3 8 7 1 5

熊

本

就 職 者
男 0 0 0 0 0

女 0 0 0 0 0

自 営 開 業 者
男 1 0 1 3 1

輿 女 5 0 1 2 . 7

計 6 0 2 5 8

合 計 1 4 3 1 0 1 2 2 3

イ　共　済　会

失業対策車業に就労する労務者で組蝕する各組合員の互助共済及び福祉増進を図ることを目的としてL昭

和3 8年1 0月1日厚生会が設立された。

補助金1カ月1人当たり　300円
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12　国民健康保険(昭和34年7月1日事業開始)

(1 )世帯数及び被保険者数

区 分 年 度 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

総 世 帯 数 1 7 9 ,3 0 4 1 8 2 ,4 5 5 1 8 5 ,3 4 6 1 8 8 ,1 9 6 1 9 3 ,0 9 1

被 揮 険 者 世 帯 数 6 5 ,1 1 6 6 5 ,8 5 4 6 7 ,5 2 2 6 9 ,4 7 5 7 1,6 0 5

加 入 率 ㈲ 3 6 .3 2 3 6 .0 9 3 6 .4 3 3 6 .9 2 3 7 .0 8

総 人 口 5 2 5,6 7 9 5 3 2 ,0 2 3 5 3 8 ,0 2 5 5 4 4 ,3 3 4 5 5 0 ,3 1 8

被 保 険 者 数 1 6 7 ,5 3 1 1 6 8 ,2 3 6 1 6 9 ,7 3 9 1 7 2 ,5 3 5 1 7 5,2 2 0

加 入 率 (% ) 3 1.8 7 3 1 .6 2 3 1 .5 5 3 1 .7 0 3 1 .8 4

(注)　総世帯数及び総人口は各年度3月31日現在

(2)保険料賦課徴収状況

年 度

区 分
5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

覗 調 定 額 (円) 6 ,0 9 9 ,9 2 1 ,0 9 0 6 2 8 3 ,6 8 2 ,7 7 0 6 ,6 3 0 ,6 4 4 ,3 2 0 7 ,3 2 9 ,4 9 8 ,3 3 0 7 ,6 0 7 2 9 5 ,6 6 0

年

皮
収 入 済 額 (〟) 5 ,6 3 9 ,1 1 7 ,9 5 1 5β 1 1 2 4 1,3 4 0 6 ,1 2 1,3 1 7 ,4 4 0 6 ,7 6 3 ,7 0 2 ,6 0 7 7 ,0 4 5 ,7 9 0 ,4 9 5

分 収 納 率 (% ) 9 2 .4 5 9 2 3 4 9 2 3 2 9 2 2 8 9 2 .6 2

過 調 定 額 (円) 7 5 8 2 4 2 ,7 8 8 8 9 7 ,7 9 0 2 7 7 9 1 1,0 8 4 ,0 5 5 9 4 3 3 4 8 ,1 8 5 1β0 1 ,9 0 1,6 7 3

年

皮
収 入 済 額 (〟) 1 4 0 ,0 1 2ユ 1 0 1 7 0 ,1 2 4 ,3 1 2 2 0 3β9 6 ,1 1 0 2、3 1 ,9 2 5 2 5 3 2 5 7 ,2 6 6 ,3 8 8

分 収 納 率 (% ) 1 8 .4 6 1 8 .9 5 2 2 2 9 2 4 5 9 2 5 .6 8

計

調 定 額 (円) 6β5 8 ,1 6 3β7 8 7 ,1 8 1,4 7 3 ,0 4 7 7 5 4 1 ,7 2 8 ,3 7 5 8 2 7 2β4 6 ,5 1 5 8 ,6 0 9 ,1 9 7 ,3 3 3

収 .入 済 額 (〟) 5 ,7 7 9 ,1 3 0 ,0 6 1 5 ,9 8 1,3 6 5 ,6 5 2 6 3 2 4 ,4 1 3 5 5 0 6 ,9 9 5 ,6 2 7 ,8 6 0 7,3 0 3β 5 6 β8 3

収 納 率 (% ) 8 4 2 7 8 3 .1 8 8 3 .8 6 8 2 8 4 8 4 .8 3

賦 課 期 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日

徴 収 回 数 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

保

険

被保険 者 1 人当た り(円) 3 6 ,6 3 5 3 7 ,3 5 0 3 9 ,0 6 4 4 2 ,4 8 1 4 3 ,6 0 4

1 世 帯

当 た り

最 高 (円) 2 4 0 ,0 0 0 2 4 0 ,0 0 0 2 4 0 ,0 0 0 2 7 0 ,0 0 0 2 9 0 ,0 0 0

料 最 低 (〟) 9 ,9 6 0 9 ,9 6 0 9 ,9 6 0 1 2 ,6 6 0 l l ,0 4 0

額 平 均 (〟) 9 5,0 2 5 9 5 ,4 1 8 9 8 ,2 0 0 1 0 5 ,4 9 8 1 0 7 ,0 5 2

保 所 得 割 (% ) 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 .5 0

険

料
均 等 割 (円) 1 3 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3β0 0 1 3β 0 0

率 平 等 割 (〟) l l,7 0 0 l l,7 0 0 l l ,7 0 0 1 3 β0 0 1 3 β0 0

些 所 得 別 、(% ) 6 5 .0 4 6 5 .7 8 6 6 5 2 6 6 .0 4 6 7 .7 3

課
刺 均 等 割 (〟) 2 6 .0 4 2 5 .3 9 2 4 5 3 2 4 .1 9 2 2 3 5

′∠ゝ
ロ 平 等 . 刺 (〟) 8 .9 2 8 月3 8 .6 5 9 .7 7 9 .3 2
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(3)給付状況

区 分 年 度 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

給 付 世 帯 主 (刺 ) 7 7 7 7 7

割 合 家 族 ( 〟) 7 7 7 7 7

磨 .養 件 数 1,1 5 1,3 9 6 1 ,1 8 6 ,6 3 5 1 ,1 8 1β36 9 0 4 3 0 5 9 2 3 1 1 4

諸 費 費 用 (円) 2 1 ,7 8 6 5 0 4 β69 24 ,0 7 7 ,0 3 2 5 3 7 24 ,6 17 ,6 8 4 ,2 0 7 14 5 3 9 ,7 9 5 ,7 1 2 1 5 ,2 5 6 ,2 7 9 ,6 2 5

助産 費

件 数 1β66 1 ,7 9 1 1,7 3 6 1.7 3 9 1万75

費 用 (円) 14 9 ,1 8 0β00 1 5 1β55 ,9 5 0 1 7 3 ,2 8 0 ,0 0 0 1 7 3 5 0 0 .0 0 0 1 5 7 ,5 0 0 β00

( 8 0 ,0 0 0 ) 3月より(10 0 ,0 0 0 ) (1 0 0β0 0 ) ( 1 0 0β00 ) ( 1 0 0β00 )

葬祭 費

件 数 1.3 8 8 U 4 7 1β94 1 ,4 6 2 1 -5 4 0

費 用 (円) 2 0 ,2 7 5 ,0 0 0 2 1 ,6 2 0 ,0 0 0 2 7 ,1 4 0 ,0 0 0 2 9 ,1 9 5 ,0 0 0 3 0 5 0 0 .0 0 0

( 1 5β00 ) ( i 5 ,o o o ; ( 2 0β0 0 ) ( 2 0β00 ) ( 2 0 ,0 0 0 )

給 付費 件 数 1,1 5 4 ,6 5 0 1 ,1 8 9β7 3 1 ,1 8 4 ,4 6 6 9 0 7 ,5 0 6 9 2 6 5 2 9

合 計 費 用 (円 ) 2 1,9 5 5β59β6 9 2 4 2 4 9 ,7 0 8 ,4 8 7 2 4β18 ,1 0 4 2 0 7 1 4 ,7 4 2β90 ,7 1 2 1 5 ,4 4 4 5 7 9 ,6 2 5

は り 件 数 97,0 6 9 9 8 2 4 4 1 0 4 β9 1 1 1 0 ,4 3 4 1 1 3ユ63

き ゆ う

あん ま
費 用 (円 ) 8 1 ,5 3 7 ,9 6 0 8 7 ,3 2 2 3 9 0 9 9 ,1 7 14 5 0 1 0 4 3 1 2 .3 0 0 1 0 7 5 0 4 3 5 0

施 術 (8 4 0 ) 1 0月より(9 5 0 ) ( 9 5 0 ) ( 9 5 0 ) (9 5 0 )

(注) ( )内は1件当T=り給付額、昭50.10.1あんま施術　実施

(4)診療費・諸率

区 分 年 度 .
5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

受 診 率 (% ) 6 5 5 .1 8 6 6 5 .6 2 6 5 6 .1 4 5 6 6 .8 0 5 7 6 .2 2

1 件 当 た り 日 数 4 .3 4 .4 4 I3 3 .5 3 .5

1 件 当 た り 費 用 額 (円 ) 1 9 ,6 3 4 2 1,1 3 4 2 1,7 1 2 1 6 ,6 8 4 1 7,1 7 5

1 人 当 た り 費 用 額 ( 〟 ) . 1 2 8 ,6 0 4 1 4 0,6 7 5 1 4 2 ,4 5 9 9 4 ,5 6 5 9 8 ,9 6 5

1 人 当 た り 受 診 日 数 2 8 2 9 2 8 1 7 2 0

1 日 当 た り 費 用 額 (円 ) 4 ,5 3 5 4 ,8 5 9 5 ,1 0 6 4 ,7 4 1 4 ,9 0 3

1 世 帯 当 た り 費 用 額 (.〟 ) 3 3 3 ,5 7 5 3 5 9 ,3 8 5 3 5 8 ,1 1 9 2 0 5 ,5 6 6 2 1 0 ,8 9 7

出 生 率 (% ,) l l .2 1 0 .6 1 0 .2 1 0 .1 9 .0

死 亡 率 (% >) 8 .4 8 .6 8 .2 8 .5 8 .8

(5)納付組織(昭60.3.31現在)

名　　称　　国民健康保険会

組織数　　621

加入状況　　9 5.0%

事務費　(保険会長の事務費)

O当該月に係る保険料を当該月の1日から翌月の4日までに完納LT:とき、保険料積収書1枚

につき110円

O当該月に係る保険料を翌月の5日から翌月の1 0日までに完納LT:とき、頚収書1枚につき

50円
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13　国　民　年　金(昭和34年8月22日事業開始)

(1 )拠出年金被保険者状況

Ia v; n -- 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

被 強 制 加 入 者 7 7 ,1 0 7 7 6 ,1 8 3 7 4 ,4 4 3 7 4 ,1 6 0 7 3 .2 8 7

保

1険

任 意 加 入 者 3 6 ,4 9 9 3 6 ,2 9 4 3 5 ,2 3 1 3 3 ,7 7 5 3 2 ,4 5 3

者 計 1 1 3 ,6 0 6 1 1 2 ,4 7 7 1 0 9 ,6 7 4 1 0 7 ,9 3 5 1 0 5,7 4 0

保 免 法 定 免 除 者 3 ,7 0 5 3 ,7 3 3 3 ,9 5 1 4 ,1 7 0 3 ,6 6 3

険 除 申 請 免 除 者 3 ,6 3 5 4 ,1 7 1 6 ,3 1 3 8 ,9 7 2 1 0 ,8 5 2

料 者 計 7 ,3 4 0 7 ,9 0 4 1 0 ,2 6 4 1 3 ,1 4 2 1 4 ,5 1 5

免 除 率 (% ) 9 .5 1 0 .3 1 3 .9 1 7 .7 1 9 .8

(2)拠出制年金受給者及び支給年金額

年 度

区 分

5 7 5 8 5 9

受 給 者 ^ & 受 給 者 年 金 . 額 受 給 者 年 金 . 額

老 齢 年 金 2 0 ,1 8 8人 6 ,1 9 5 4 8 9 ,7 0 0 円 2 1 2 8 5人 6 ,6 0 4 ,7 3 7 ,6 0 0 円 2 2ユ0 0人 7β6 0 ,0 8 5β0 0 円

通 算 老 齢 年 金 4β7 5 4 7 9β4 1 ,6 0 0 5 ,0 9 5 6 3 0 ,2 0 8 β0 0 6 .0 2 2 7 9 4 5 0 1,3 0 0

障 害 年 金 7 5 0 4 7 52 8 4 ,6 0 0 7 8 8 4 9 6月 1 1 ,7 0 0 8 3 7 5 3 5か4 8 ,6 0 0

母 子 .準 母子年 金 4 4 6 3 0 4 ,0 4 8 .8 0 0 4 2 8 2 9 1,0 0 2 4 0 0 4 4 7 3 0 5 ,6 9 1β0 0

遺 児 年 金 1 9 8 ,6 8 2β0 0 2 0 9 ,4 9 6 2 0 0 1 7 8 ,2 1 3 ,2 0 0

寡 婦 年 金 1 5 4 2 6 ,4 7 1 ,4 0 0 1 6 1 2 7 ,9 1 6β0 0 1 6 2 2 9 5 3 7 .3 0 0

計 2 5 ,6 3 2 7 ,4 8 8 ,7 1 8 ,1 0 0 2 7 ,7 7 7 8 ,0 6 0 ,1 7 3β0 0 2 9 5 8 5 8 ,7 3 4 2 7 7 ,0 0 0

(3)検認実施状況

区.分 年 度
5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

検 認 対 象 月 数 1,0 9 2 ,4 6 4 1 ,0 7 4 ,4 4 8 1,0 2 6 ,0 1 0 9 6 9 ,7 2 8 9 1 0 ,4 6 9

検 認 実 施 月 数 1,0 3 0 ,0 0 3 9 9 5 ,7 9 6 9 5 4 ,7 4 4 8 8 9 ,7 9 3 8 5 6 ,0 2 9

前 納 月 数 2 6 4 2 9 5 2 8 6 2 4 5 3 5 7

検 認 率 (% ) 9 4 .3 9 2 .7 9 3 .1 9 1 .5 9 4 .1

(4)納　付　組　合(昭60.3.31現在)

納付組合設置数　　4 9 1組合

組　合　員　数　　36,336人

組　　織　　率　　87.7%

手　　数　　料　　取扱い1カ月につき5 0円(昭和60年度)
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(5)福祉年金受給該当者状況

区分 年 度
5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

老 齢 1 4 ,0 3 7
8 3㌔ 1 3 2 0 5 人 8 2 8 % 1 2ユ8 1 8 0 .0 / 1 12 5 0人 7 8 5 ;% 1 0 ,4 2 0 7 6 .7・%

障 害 2β0 5 1 6 .7 2β9 6 1 8 .0 3 0 4 0 2 0 .0 3 ,0 8 3 2 1 5 3 J 6 9 2 3 3

母 子 o 0 2 0 2 0 0 0 0 0

準 母 子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

計 1 6β4 4 1 0 0 1 6 ,1 0 3 1 0 0 1 5 2 2 3 1 0 0 1 4 3 3 3 1 0 0 1 3 5 8 9 1 0 0

(6)福祉年金受給状況

年 度

区 分

5 7 5 8 5 9

全 額 支給
.】部
文 革 計 全額 支 給 妄 蓬 計 全 額支 給

so?
支 給 計

老

齢

件 数 10 ,0 5 3 8 4 5 1 0β9 8 9 ,0 6 6 8 8 2 9 ,9 4 8 8 ,0 5 4 9 1 1 8 ,9 6 5

金 額 (T B) 3β2 7 ,9 6 4 坦8 ,98 7 3 2 2 6 ,9 5 1 2 ,7 3 0 ,6 7 9 邪 ,7 39 2β3 1 ,4 18 2 ,4 74 ,1 8 9 2 1 3 3 4 1 2 ,6 8 7 ,5 3 0

障

* :
口

件 数 2 β9 4 1 7 2 ,9 1 1 2 5 3 3 1 9 2 5 5 2 2 3 9 7 1 7 3β1 4

金 額 (f ro 1 ,1 9 4 ,6 4 9 2 ,7 2 2 1 ,1 9 7 .β7 1 1 2 0 9 ,4 0 7 3 ,1 5 6 1 2 1 2 S 6 3 1 2 5 7 ,9 8 4 2 3 5 6 1 ,2 6 0 ,9 4 0

母

千

件 数 o 0 2 0 0 0 0 0 0

金 額 CfB) 8 4 5 0 8 4 5 0 0 0 0 0 0

計
件 数 12 .9 4 9 8 6 2 1 3β1 1 l l,9 9 9 9 0 1 1 2 5 0 0 1 1β5 1 9 2 8 l l ,9 7 9

金 額 m 4 2 2 3 ,4 5 8 20 1 ,7 0 9 4 ,4 2 5 ,1 6 7 3β4 0 ,0 8 6 :王B 」95 4 ,1 4 3 3 8 1 3 ,7 3 2 ,1 7 3 2 16 2 9 7 3 ,9 4 8 ,4 7 0
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14　戸　籍・住　民

(1 )各種人口登録数

塁

(各年度3月31日現在)

年 度

区 分

5 8 5 9

本 庁 支 所 計 本 庁 支 所 計

荏

氏

登

録

人

口

男 1 7 2.6 9 3 8 1 .5 3 2 2 5 4 ,2 2 5 1 7 3 ,6 8 7 8 3 .3 8 6 2 5 7 ,0 7 3

女 1 8 5,4 6 1 8 7 ,0 6 2 2 7 2 ,5 2 3 1 8 6 ,4 9 5 8 9 ,3 4 5 2 7 5 ,8 4 0

計 3 5 8,1 5 4 1 6 8 ,5 9 4 5 2 6 ,7 4 8 3 6 0 ,1 8 2 1 7 2 ,7 3 1 5 3 2 .9 1 3

世 帯 数 1 3 4,1 1 3 5 1,8 8 1 1 8 5 ,9 9 4 1 3 5 ,7 8 1 5 3 ,8 2 3 1 8 9 ,6 0 4

外 国 人 登 録 人 口 1,3 2 3 - 1 ,3 2 3 1 ,2 8 6 - 1,2 8 6

戸

ョ

* m サ 1 2 3.5 2 9 4 0 ,1 1 1 1 6 3 .6 4 0 1 2 5 ,2 1 8 4 1 ,0 6 5 1 6 6 ,2 8 3

本 籍 人 口数 3 4 3 .1 9 3 1 1 7 ,5 2 9 4 6 0 ,7 2 2 3 4 5 ,7 2 2 1 1 9 ,7 2 4 4 6 5 ,4 4 6

(2)各種事務受理件数

年 度

区 分

5 8 5 9

本 庁 支 所 計 本 庁 支 所 計

戸

籍

出 生 6 ,0 9 6 1,9 2 1 8 ,0 1 7 6 ,1 5 5 1 ,8 2 4 7 ,9 7 9

死 亡 2 .6 5 9 4 2 9 3 ,0 8 8 2 ,5 2 5 5 4 1 3 ,0 6 6

婚 姻 3 ,0 0 9 7 2 0 3 .7 2 9 2 .8 5 9 7 1 8 3 ,5 7 7

離 婚 9 7 0 1 3 4 1-1 0 4 9 8 5 1 7 0 1 .1 5 5

e m 1 ,1 2 9 4 4 1 1.5 7 0 1,1 6 9 4 0 8 1 ,5 7 7

認 知 4 7 1 0 5 7 6 1 5 6 6

養 子 縁 組 2 2 2 7 1 2 9 3 2 5 3 7 8 3 3 1

養 子 離 縁 8 4 1 9 1 0 3 8 4 1 7 1 0 1

¥ 7 8 6 1 4 9 9 3 5 7 8 6 1 5 8 9 4 4

分 籍 5 8 8 6 6 5 4 8 6 2

そ. の 他 1,2 5 1 4 1 5 1 ,6 6 6 1 .2 3 8 5 7 6 1 ,8 1 4

計 1 6 ,3 1 1 4 ,3 1 7 2 0 ,6 2 8 1 6 ,1 6 9 4 ,5 0 3 2 0 ,6 7 2

荏

氏

ヌ里

転 入 1 8 ,4 8 9 4 ,7 4 5 2 3 ,2 3 4 1 8 ,2 2 0 4 ,8 9 6 2 3 .1 1 6

転 出 1 6 ,0 4 4 5 ,2 3 4 2 1,2 7 8 1 6 ,0 4 5 5 ,2 9 7 2 1,3 4 2

転 居 1 6 ,2 8 6 4 ,2 4 2 2 0 ,5 2 8 1 6 ,0 5 7 4 ,6 3 7 2 0 ,6 9 4

且

録
そ の 他 2 5 ,1 9 4 5 ,3 9 2 3 0 ,5 8 6 2 4 ,8 2 7 6 ,0 0 0 3 0 ,8 2 7

計 7 6 ,0 1 3 1 9 ,6 1 3 9 5 ,6 2 6 7 5 ,1 4 9 2 0 ,8 3 0 9 5,9 7 9

印 ォf m 2 2 ,7 0 5 9 ,6 5 0 3 2 ,3 5 5 2 2 .3 1 1 9 ,5 5 9 3 1,8 7 0

悲 廃 止 3,0 8 4 1 ,8 3 1 4 ,9 1 5 2 .8 3 0 1 ,6 0 7 4 ,4 3 7

M

録

亡 失 2.5 3 9 1 .0 4 5 3 .5 8 4 2 ,7 7 9 1 .2 4 4 4 ,0 2 3

計 2 8 ,3 2 8 1 2 .5 2 6 4 0 ,8 5 4 2 7 ,9 2 0 1 2 .4 1 0 4 0,3 3 0

外 登 S f m 3 2 5 - 3 2 5 3 0 7 3 0 7

国

人 録

その 他 申請 1,2 1 8 - 1 ,2 1 8 1 ,4 5 1 1.4 5 1

計 1 ,5 4 3 - 1 .5 4 3 1 ,7 5 8 1.7 5 8
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(3)各種証明取扱件数

区 分

年 度

本 庁 支 所 計

有 料 無 料 計 有 料 無 料 計 有 料 無 料 . 計

5 8

戸 籍 関 係 98 5 8 1 8 ,3 6 1 1 0 6 ,9 4 2 2 8 ,8 3 1 3 ,3 9 9 3 2 2 3 0 1 2 7 ,4 1 2 l l,7 6 0 1 3 9 ,1 7 2

住 民 票 関 係 25 9 5 6 6 4 7 ,4 5 8 3 0 7 ,0 2 4 8 6 ,7 1 4 1 5 ,5 5 6 1 0 2 2 7 0 34 6 ,2 8 0 6 3 ,0 1 4 4 0 9 2 9 4

印 鑑 証 明 26 9 8 7 9 3 0 8 2 6 9 ,3 8 7 1 2 9 ,2 4 0 2 1 8 1 2 9 ,4 5 8 3 9 8 ,3 1 9 5 2 6 3 9 8 ,8 4 5

計 6 2 7 2 2 6 5 6 ,1 2 7 6 8 3 .3 5 3 2 4 4 ,7 8 5 1 9 ,1 7 3 2 6 3 β5 8 8 7 2β1 1 7 5 ,3 0 0 9 4 7 ,3 1 1

5 9

戸 籍 関 係 10 5β1 0 7 ,7 0 3 1 1 3 万1 3 3 4 ,3 4 9 3β4 4 3 8 ,2 9 3 14 0 ,1 5 9 l l,6 4 7 15 1 ,8 0 6

住 民 票 関 係 26 4 .6 2 3 4 7 ,8 6 3 3 1 2 .4 8 6 1 1 3 ,6 6 3 1 8 ,3 8 0 1 3 2 ,0 4 3 3 7 8 2 8 6 6 6 2 4 3 4 4 4 5 2 9

印 鑑 証 明 23 5 3 5 2 2 7 0 2 3 6 2 2 2 1 6 1 2 4 6 1 .2 4 2 1 6 2 ,4 8 8 39 7 ,1 9 8 1,5 1 2 3 9 8 ,7 1 0

計 6 0 6 3 8 5 5 5 ,8 3 6 6 6 2 2 2 1 3 0 9 2 5 8 2 3 ,5 6 6 3 3 2β2 4 9 1 5 ,6 4 3 7 9 ,4 0 2 9 9 5 ,0 4 5

15　住　民　組　織

(1)町内自治会の結成状況

午 自 治 会 仏) 組 数 文 書配 布 世帯 数 ¢) 文 書 配 柵 帯 数平 均 齢

5 6 5 3 0 1 4 ,9 0 3 1 6 3 ,6 0 4 3 0 8

5 7 5 3 7 1 4 ,9 9 2 1 6 6 ,7 5 2 3 1 0

5 8 5 4 4 1 5 ,4 9 5 1 6 9 ,2 2 2 3 1 1

5 9 5 4 9 1 5 ,8 7 7 1 7 1 ,9 9 9 3 1 3

6 0 5 5 3 1 6 ,2 8 9 1 7 4 ,8 9 0 3 1 6

(2)委託事務内容

広報紙(市政だよD等) 、回覧文書、一般文書(印刷文書)の配布事務

(①文書配布委託料　　　一世帯　月　40円

(4)補　助　金

町内自治振興補助金として、町内自治の振興を図9、健全な自治会運営に資するため、次の基準により

交付する

町 内 自 治 振 興 補 助 金 交 付 基 準 & &

2 0 0 位 帯 以 下 の町 内 年 5 5 ,0 0 0 円

2 0 1 世 帯 以上 4 0 0 世 帯 以 下 の 町内 6 0 ,0 0 0

4 0 1 位 帝 以 上 8 0 0 世 帯 昼 下 の 町内 6 5 ,0 0 0

8 0 1 世 帯 以 上 の町 内 7 0 ,0 0 0

町内防犯燈補助金として、防犯燈を管理する町内自治会等の地域団体に対して、補助金を交付する

防犯虚数　16,231燈(昭60.3.31現在)

補助基準　1燈につき年額2,0 0 0円
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16　住居表示整備事業実施状況(計画面積41.60Kd　実施面積37.36Knl)
(昭60.3.31現在)

種別

区分
整 備 区 域 面 積 対象件数 実施期 日

1 次

菓子飼町 西子飼 町 井川淵町 北千反畑町 南千反 nf 件 昭

畑町 南坪井 町 草葉町 上林町 域東町 上通町
1, 28 1,0 60 6, 576 40 . 4. 1水道町 手取本町 安政町 中央街 花畑町 下通】

丁 目 下通二丁 目 新市街 桜町 宰島町 紺屋今町

2 次

妙体寺町 坪井】丁 目～坪井三丁日 本丸 千葉城町

1, 60 7,7 60 4, 695 40 . ll. 1二の丸 宮 円 古城町 古京町 新町一丁 目～新町四

丁 目

3 次
新屋敷】 丁目～新屋敷三丁 目 大江】丁 目～大江六丁

目 1, 62 1,2 90 4 ,7 45 .4 1. 7. 1

4 次

新大江一丁 日 新大 江二丁 目 大江二丁 目 (追加 )

1, 973 ,8 00 8,8 38 42 . 7 . 1
大江本 町 白山一丁 目～白山三丁 目 岡田町 菅原町

九品寺 - 丁目～九品寺六丁 目 本荘二丁 目～ 本荘四丁

目 南熊本一丁 目～南熊本三丁 目

5 次

本荘五 丁目 本荘六丁 目 南熊本四丁目 南熊本五丁

目 二 本木一丁 目～二 本木五丁 目 春日一丁 目 春 日 1, 214 ,000 6,8 10 4 3,l l. 1
二丁 目 田崎本町

6 次

迎町一丁 目 迎町二丁 目 弥生町 琴平一丁 目 琴平

2, 333 ,000 8 , 147 44 . 8 . 1

二丁 目 琴平本町 南熊本五丁 目 (追加 ) 円坪井町

壷JH一 丁目 壷 …二 丁 目 京町一丁 目 京町二丁 目

京町本丁 上熊本一 丁 目 上熊本二丁 目 段 山本町

春 日三 丁目～春 日五丁 目

7 次

水前寺一丁 目～水前寺六丁 目 .水前寺公園 神水一丁

2 ,524 ,000 8,9 80 4 5. 10 . 1目 上京塚町 京塚 本町 九品専一 丁目 (追加 ) 本

ffi - T g

8 次

坪井四丁 目～坪井六丁 目 薬 園町 子飼本町 室園町
2, 843 ,000

(1, 648 ,㈹0 )
10. 626

(6 06 )
4 7. 4 . 1黒髪一丁 目～黒髪八丁 目 上水前寺一丁 目 上水前寺

二丁 目

9 次

(前期 )

国府- 丁 目～国府四丁 目 国府本町 出水一丁 目～出
2, 359 ,000

(2, 22 1 ,000 )
7,6 57

(1, 10 5 ) 4 7. 12. 1水八丁 目 江津⊥丁 目 江 津二丁目 八王寺町 萩原

町

9 次

(後斯)

神水本町 樹東一丁 目～湖東三丁目 新生】丁 目 新
2, 666 ,000

( 110, 000 )

8,88 8

(0 )
48 . 8 . 1生二丁 目 水帝丁丁 目 水源二丁 目 栄町 L南町 広

木町 若葉一丁 目～若葉六丁 目

1 0 次

津浦町 出町 稗田町 池 田一丁目～池田四丁 目 池
7, 528 ,000

(6,0 63 ,000 )
14,872

(93 ) 49 . 10 . 1亀町 花 園一丁 目～花 園七丁 目 上熊本三丁 目 島崎

一丁目～島崎七丁 E] 戸坂町

1 1 次

新大江 三丁 目 神水二丁 目 尾ノ上一丁 目 尾 ノ上二

3 , 870 ,000 10,66 8 50 . 10 . 1
丁 目 錦 ケ丘 健軍 一丁 目 健軍二丁 目 健軍四丁目.

健 軍五丁 目 清水本 町 清水東町 清水亀井町 八景

水谷一丁 目 八景 水谷二丁 目

1 2 次
帯山一丁 目～帯山五丁 目 保田建一丁 目 保 田窪二丁

目
1, 210 .00.a 4 ,7 03 5 1. 10 . 1

1 3 次 渡鹿】丁 目～渡鹿七丁 目 大江一丁 目 (追加 ) 970 ,000 4 , 188 52 . 10 . 1

1 4次
田崎一丁 目～田崎三丁 目 八島一丁 目 八島二丁 目

1, 150 ,000 2 ,9 28 53 . 10 . 1健軍本町 健軍三丁 目 本荘 五丁 目 ( 追加 )

1 5次 横手】丁 目～横手五丁 目 900 ,000 2,505 54 . 10 . 1
1 6次 大 江二丁 目 ( 追加 ) 80 .000 6 53 55 . 10. 1
1 7次 帯 山四丁 目 (追 加 ) 帯 山五丁目 (追加 ) 175, 000 7 19 56 . 10 . 1
1 8次 帯 山五丁 目 ( 追加 ) 6 7 ,000 29 1 57 . 10 . 1

1 9次
出水四丁 目 出水八丁 目 江津二丁 目 (追加 ) 八景 5 88 ,000 1,45 8

58 . 10 . 1水谷三丁 目 (39 ,000 J (0 )
2 0次 本 山」 丁目～本山四丁 目 4 00 ,000 1,4 18 59 . 10 . 1

(注) (　)は町界町名変更のみ
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17　交通安全対策

(1 )交通安全対策事業

ア　交通安全教育の普及徹底

安全教育

学校、町内会、各種団体において、講演会、映写会、座談会、実技指導を年間を通して実施している。

交通指導員制度

昭和44年10月1日に発足し、現在委嘱されている交通指導負数は293人で、 1日、 10日、 20

日の交通安全の日及び春秋の交通安全運動期間中、朝の通学通園時に街頭指導を行うとともに地域におけ

る中壕的指導者として交通安全に関する諸活動の指導にあたるO

待　遇

o謝礼金として年間1 8,0 0 0円を支払う

o装備品の貸与・・・夏冬服上下・旗・笛・胸車・腕章・手袋・市章ワッペン・雨衣・帯革・-JL,-メット・

帽子・警笛つり・ネクタイ

o公務災害の補償を適用する

交通安全運動の推進

春秋の全国交通安全運動にとどまらず、年間を通じて季節的事故防止運動を推進している。

。広報車による呼びかけ、市政だより・パンフレットの配布、ポスター・懸垂幕・写真・標語の掲示等

による広報活動

o現地検討会、巡回パトローA>、推進大会等交通安全に関する一連の催物

o安全教育の集中的実施

幼児交通安全クラブの結成

幼児と母親に対し、交通安全教育を図り、交通安全思想を普及し、将来の立派な交通社会人の育成を図

る。

結　成　数

11クラブ

主な活動

o母と子の交通安全教室の開催

o母親の交通安全研修会の開催

o地域における交通安全活動への参加及び協力

交通安全母の会

母親に一家の交通事故防止の主役的役割をはたしてもらうため、次の活動を行っている。

主な活動

o母親が交通ルールやマナーを身につけるための交通安全学習会を開催

O家族の交通安全について、母親が1)-ダーシ1.'プをとり、時にふれ注意を促す

○地域の交通安全活動について率先し、参加協力する
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イ　道路環境の整備促進

市民の交通安全施設設置要望の総合窓口となり、要望の早期実現のため、関係機関に額極的に働きかけ

市民と関係磯喝のパイプ役を果たすとともに、現在はスクールゾーン内の交通安全施設の整備に特に力を

入れ、関係機関と一体となって散り組んでいるO

ウ　救済活動

交通事故による被災者を救済するため、交通災害共済事業及び交通事故相談所を開乱

工　交通遺児援助基金の設立

昭和4 8年度から交通遺児で、小学校.中学校に入学するもの、又は中学校第3学年在学者に就学援助

金を支給するため、総額4,0 8 9万円の基金を壌立てている。

オ.救済事業の拡充酎ヒ

交通事故相談　昭和4 2年7月開設、相談事項に応じた解決法を教示していたが、 4 7年4月新たに

事故相談所を開設し、専門相談員2名による毎日の相談業務のはかに毎週木曜日には

弁護士を招き法律_上の特別相談を行っている。

交通事故相談件数

年 件 数

内 訳 利 用 者

被 害 者 加 害 者 .古 内 県 内 県 外

5 5 9 0 3 6 8 0 2 2 3 8 7 0 3 3 0

5 6 1 ,0 2 9 7 7 5 2 5 4 9 8 6 4 3 0

5 7 1 ,1 8 1 9 1 0 2 7 1 1 .1 2 1 6 0 0

5 8 1 ,0 8 6 8 3 0 2 5 6 1 .0 2 5 6 1 0

5 9 1 .0 4 9 8 0 9 2 4 0 1 ,0 0 5 4 4 0

相談内容件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和59毎度)
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の

後

の
」

m

不

煤

険

請

社

会

煤
険

調

停

め

障

害 .

の

計

め

施

読

援
護
拷

置

に

よ
る

・ァ

任

者

算

定 皮

仕

方

更
敬
消

履

行

求

等
使
用

刺

用

更

坐

m

持

刺

用
刺
用

応

倭

相

読
件
数

2 2 7 4 3 9 1 2 6 7 l l 1 3 5 3 7 2 4 0 2 0 2 5 2 9 4 1
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(2)交通安全施設等設置状況

年 度

工 種

5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

延 長 又

は カ所
事 業 費

延 長 又

は カ所
事 業費

延 長 又

は カ所
事 業 費

延長 又

は カ所
事 業費

延 長 又

は カ所
事 業 費

歩 道 1′9 93m
39,05 3 円

5,2 57 m
115,19㌔円

3,6 14 m
千

91,5 28 1,4 72 .8m
千円

65,9 67 23 16 m
11 8,74 7 円

道 路 照 明 14基 2,44 5 13基 2.17 8
- - 2 7基 5,115 19基 6′75 4

防 護 柵 4,53 9 m 43,68 8 3,5 35 m 3 9,3 19 4,0 4 1m 48.35 0 4,6 94.8m 5 3β23 10,7 90 m 93,3 53

交 差 点 改 良 11カ所 5,8 84 4 カ所 2,13 6 7カ所 9,1 59 5 カ甲 ll,8 40
I -

祝 巨 改 良
- - - - - -

1カ所 4,553 1カl3 4.67 0

区 画 線 127 52 m 7,83 2 27,0 76 m 8.8 89 17.5 2 0m 7,8 43 18′0 2 3 m 4.440 133 50 m 3′84 4

道 路 反 射 鏡 293基 6,7 52 3 26 S 6,30 8 89基 5,9 6 1 10 5基 6,9 9 8 1 28 6′99 7

視 線 誘 導 標 271本 38 0 6 70本 7 90
-

24,1 53

- -

自 転 車 道 906 m 223 24 898 m 31,9 40 - 9 0 0 m 19,4 25

自転 車歩 行 者 道 2′5 64 m 81,4 80

3.8 32

-

16.8 55

7 0 6m - - -

コ ミュニティ道 路
- - - - 6 46 m 33.44 7 - -

そ の 他
- - -

28.136
-

32一9 18
-

38,2 10

計
- 213,67 0 - 2 23,6 10 - 2 15.130

-
2 19,10 1

-
2 9 2∫)00

(3)交通災害共済事業

施行年月日　　昭和4 3年4月1日

方　　　式　　市　直　営

共済期間　　加入日の_翌日から翌毎3月3 1日まで(毎度区分)

ア　加入状況

年 度 区 分
加 入 者 (人) 会 費 収 入 (円 )

5 5 1 5 5 ,9 6 3 7 2,0 7 1,6 2 0

5 6 1 5 9 ,2 8 2 7 3,7 6 4,5 0 0

5 7 1 7 8,0 6 7 8 8 ,6 9 2.5 8 0

5 8 1 6 7,0 7 4 8 3 ,4 5 5,4 8 0

5 9 1 7 2.2 5 8 8 6 ,0 5 5,6 4 0

(荏)各年度加入者には会費免除者(生存)を含む

イ　会　　　費

共 済 期 限 共 済 会 費

4 月 1 日から翌年 3 月 3 1 日まで 5 0 0 円

7 月 1 日から翌年 3 月 3 1 日まで 4 2 0 円

1 0 月 1 日から翌年 3 月3 1 日まで 3 4 0 円

1 月 1 日から 3 月3 1 日まで 2 6 0 円

(注)生活像護を受けている者の加入は会費免除(共済見舞金は市負担)
小学1年生の会費は市負趣(昭和5 2年4月より実施)
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ウ　共済見舞金

死亡見舞金　1,2 0 0千円

傷害見舞金　基礎額1 0,000円と治療実日数1日につき700円を加算する

(126,000円を限度とする)

弔慰見舞金　会員以外の者(市内居住)が交通事故により死亡したときは、 5,0 0 0円(市負麹)を支

払う

給付状況　　　　　　　　　　(昭和59年度)

区 分 件 数 給 付 金 額

死 亡
24 件 2 7,0 2 1,6… 円

傷 害 1,2 3 2 6 6,4 6 2,7 0 0

合 計 1,2 5 6 9 3,4 8 4,3 0 0

(4)市内交通事故の推移

区 分

毎

人 身 事 故 死 者 負 傷 者

実 数 指 数 実 数 指 数 ^ n 指 数

5 5
2 ,6 9 8 件

1 0 0
2 2 人

1 0 0
3 ,2 5 2 人

1 0 0

5 6 2 ,9 5 3 1 0 9 2 2 1 0 0 3 ,4 9 5 1 0 7

5 7 3 ,8 3 2 1 4 2 2 5 1 1 4 4 ,4 2 9 1 3 6

5 8 4 ,3 0 7 1 6 0 2 6 1 1 8 5 ,0 3 0 1 5 5

5 9 4 ,2 8 9 1 5 9 2 5 1 1 4 5 ,1 7 7 1 5 9
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18　　市　営　駐　車　場

s w 熊 本 市 役 所 駐 車 場 市 営 .花 畑 駐 車 場

所 在 地 熊 本 市 下 通 1 丁 目 1 番 8 号 噸 本 古 井 畑 町 4 番 1 8 号

開 設 年 月 昭 和 5 5 年 4 月 昭 知 4 7 毎 1 月

総 面 積 8 ,0 5 4 m ' 9.a r 只 n f

収 容 台 数

3 5 3 台 { … … … … 台 三 ≡ 6 25 76 2 台

8 2 弔 : : : 台

駐 車 料 金

区 分 駐 車 料 金 車 両 区 分 普 通 自 動 車 、
小 型 自動 車 、

1

で (休E]そ扱く) 十a sw a oす1 で 規則で定のる
耶サ蝣* 蝣ど叫
か* ! ・会

… 閑 ▼ カ 1 時

をし即 uで定める用務先確認

るときFま、 1時間ごとに1 50
円

料 金 区 分 及 び 馨 自 動 車

普 通 料 金

基 本 料 金 1 時 間 以 内 3 0 0 H

土BE 白く休 E]を除く)
午前 8時 3 0 分か ら

午後 0 時3 0分 まで 超 過 料 金
1 時 間 を超 え
る場 合 は 3 0
分 ま す と 7. に

5 0 円

2

月BI Bか ら会境目ま
で (休日を除 く)

午後 5 時3 0 分から
棚 1 0* 1 で

tt tw rs -i" ち
叩(t^ S U Ol
がfJ=い葛合

ある韻合は1 。0 円

特 別 料 金 4 0 0 円

土確 E](休E]を除く) キt< 0 * 3 0 すか仁
午後 1 0時まで

O 超 過 料 金 に つ い て は 、 藍 車 時 間 に 3 0 分 未 満 の 端 数 が あ る

H H B 及び休日
午前 8 時3 0 分から と き蛙 、 そ の 端 数 は 3 0 分 と し て計 算 す る
すす t oサ i て 円

0 特 別 料 金 姓 、 午 後 1 1 時 か ら 翌 日 の 午 前 8 時 ま で の 閏 に 在

庫 す る車 両 に つ い て 適 用 す るoi tt a o m w 吋旬ナでに出庫しなかつT=場合に別 ,る朋鉄時刻 から翌日の開始時剤までの斜

営 業 概 要 台 数 4 2 1 ,2 3 0 台 台 数 1 1 0 ,6 7 2 台

( 昭 和 5 9 年 度 ) 収 入 9 0 ,0 7 0 ,2 5 0 円 収 入 5 8 ー5 2 7 ,0 0 0 円

名 称 市 営 熊 本 城 二 の 丸 駐 車 場 熊 本 市 産 業 文 化 会 館 駐 車 場

所 在 地 熊 本 市 二 の 丸 2 番 3 号 聴 * ffi ?f.相 即 . 7 .容 l o

開 設 年 月 昭 和 4 9 年 7 月 昭 ラ和 5 6 毎 3 月

総 面 済 2 5 , 6 3 9 irf 4 2 8 0㌔

収 容 台 数 2 6 0 台 3 1 台

e * ォ 金

車 両 区 分
バ ス 普 通 自 動 車 自 動 二 輪 車

(1ー 駐 車 を 開 始 した 時 か ら 1 時 間 以 内 推 3 0 0 円

料 金 区 分 (2 , 前 号 の 時 間 を 超 え て 駐 車 す る と き は 、 1 時 間 ご と に 1 5 0 円

0 午 前 8 時 か ら 午 後 6 時 ま で の 駐 車 で 規 則 で 定 め る 用 務 先 確
基 本 料 金 2 時 間 以 下

円 n 円

5 0 0 2 0 0 1 0 0 認 印 が 参 る 場 合 に つ レ、で は 、第 1 号 の 規 定 に か か わ らず 、

駐 車 を 開 始 した 時 か ら 1 時 間 以 内 は 無 料 とす る .

0 駐 車 場 の 閉 鎖 時 刻 ま で に 出 庫 し な か っ た 場 合 に お け る 閉 鎖

超 過 料 金

2 時 間 を 超

え る 場 合 は
2 0 0 1 0 0 s o

1 時 間 ま す
時 刻 か ら 翌 日 の 開 始 時 刻 ま.で の 料 金 は 、 1 時 間 ま で ご と に

ご と に 1 5 0 円 を 別 に 魯 収 す る

営 業 概 要

卜 ㍉
ノヾ ス 普 通 自 動 車 自 動 二 輪 革 合 計

台 数 2 7 ,0 0 9 台

台 数 (台 ) 2 6,4 1 8 1 ヱ3 .7 8 4 5 4 6 1 5 0 ,7 4 8

収 入 (円 ) 1 2 3 5 4 ,2 0 0 3 0 ,2 0 3 ,1 0 0 5 5 .6 5 0 4 3 ,1 1 2 ,9 5 0

( 昭 和 5 9 年 度 ) 収 入 1 4 ,1 5 4 ,1 6 0 円
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